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税務訴訟資料 第２６５号－１５２（順号１２７３５） 

東京地方裁判所 平成●●年（○○）第●●号 所得税更正処分等取消請求事件 

国側当事者・国（渋谷税務署長・目黒税務署長・杉並税務署長・芝税務署長・麻布税務署長・玉川税

務署長事務承継者渋谷税務署長・佐久税務署長事務承継者渋谷税務署長） 

平成２７年１０月８日棄却・控訴 

 

判     決 

当事者等の表示   別紙１当事者等目録記載のとおり 

 

主     文 

１ 原告らの請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告らの負担とする。 

 

事実及び理由 

第１ 請求 

１ 渋谷税務署長が平成２３年６月２９日付けで原告甲に対してした同原告の平成２０年分の所

得税に係る更正処分のうち総所得金額１億４６９３万１０００円、納付すべき税額１６３５万９

０００円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定を取り消す。 

２ 目黒税務署長が平成２５年１月２５日付けで原告乙に対してした同原告の平成２０年分の所

得税に係る更正処分のうち総所得金額１億０２８２万２０００円、納付すべき税額７１１万４９

００円を超える部分及び平成２３年２月２８日付けでした過少申告加算税の賦課決定を取り消

す。 

３ 渋谷税務署長が平成２３年６月２９日付けで原告丙に対してした同原告の平成２０年分の所

得税に係る更正処分のうち総所得金額７０８６万２０００円、納付すべき税額５９９万１３００

円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定を取り消す。 

４ 杉並税務署長が平成２４年２月２８日付けで原告丁に対してした同原告の平成２０年分の所

得税に係る更正処分のうち総所得金額１億１３６２万４０００円、納付すべき税額１２７７万１

１００円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定のうち加算税額５万３０００円を超える

部分を取り消す。 

５ 芝税務署長が平成２４年２月２８日付けで原告戊に対してした同原告の平成２０年分の所得

税に係る更正処分のうち総所得金額１億５２６３万６０００円、納付すべき税額１７１９万８６

００円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定を取り消す。 

６ 麻布税務署長が平成２３年５月３１日付けで原告Ａに対してした同原告の平成２０年分の所

得税に係る更正処分のうち総所得金額２億９８５９万円、納付すべき税額４８７１万５７００円

を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定を取り消す。 

７ 目黒税務署長が平成２３年４月２７日付けで原告Ｂに対してした同原告の平成２０年分の所

得税に係る更正処分のうち総所得金額３億６９５６万円、納付すべき税額５８１２万２８００円

を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定を取り消す。 

８ 玉川税務署長が平成２３年６月２９日付けで原告Ｃに対してした同原告の平成２０年分の所
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得税に係る更正処分のうち総所得金額６１２１万６０００円、納付すべき税額４０１万５０００

円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定を取り消す。 

９ 佐久税務署長が平成２４年３月９日付けで原告Ｄに対してした同原告の平成２０年分の所得

税に係る更正処分のうち総所得金額３億１７４９万４０００円、納付すべき税額２４６４万５６

００円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定を取り消す。 

10 渋谷税務署長が平成２３年２月２８日付けで原告Ｅに対してした同原告の平成２０年分の所

得税に係る更正処分のうち総所得金額１億３７９８万１０００円、納付すべき税額１４４６万１

７００円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定を取り消す。 

第２ 事案の概要 

 本件は、アメリカ合衆国の法人であるＦ（以下「Ｆ社」という。）の関連会社に勤務する原告

らが、それぞれ、Ｆ社の株式報酬制度に基づき、所定の転換日に同社の普通株式（以下「Ｆ株式」

という。）に転換される「ストック・ユニット」の付与を受けた後、平成２０年９月８日の転換

日が到来したことにより、Ｆ株式を取得（以下、同取得に係るＦ株式を「本件各Ｆ株式」という。）

したことから、同年分の所得税の確定申告に際し、本件各Ｆ株式に係る経済的利益（以下「本件

各株式報酬」という。）について、社内規則に基づく株式の譲渡制限が解除された同月１８日に

おけるＦ株式の高値と安値の単純平均値に基づいて算定した金額を給与等の収入金額として申

告したところ、各処分行政庁が、本件各株式報酬に係る給与等の収入金額は、本件各Ｆ株式を取

得できる権利が確定した同月８日におけるＦ株式の終値に基づいて算定すべきであるとして、原

告らに対し、同年分の所得税の各更正処分（原告乙については平成２５年１月２５日付け再更正

処分。以下「本件各更正処分」という。）及び過少申告加算税の各賦課決定処分（原告乙につい

ては平成２３年２月２８日付け賦課決定処分。以下「本件各賦課決定処分」といい、本件各更正

処分と併せて「本件各更正処分等」という。）をしたことから、原告らが、本件各更正処分等は、

本件各株式報酬に係る給与等の収入金額を不当に算定した違法な処分であると主張して、本件各

更正処分のうち一定額を超える部分（なお、上記第１の各請求にある「総所得金額」は、課税総

所得金額を指すものと解される。）及び本件各賦課決定処分の取消しを求める事案である。 

１ 関係法令等の定め 

（１）所得税法２８条は、給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を

有する給与（以下「給与等」という。）に係る所得をいう旨定めている。 

（２）所得税法３６条１項は、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収

入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額（金

銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権

利その他経済的な利益の価額）とする旨定め、同条２項は、１項の金銭以外の物又は権利その

他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における

価額とする旨定めている。 

２ 前提事実（争いのない事実、顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認め

られる事実） 

（１）原告ら 

 原告らは、平成２０年当時、アメリカ合衆国（以下「米国」という。）の法人であるＦ社の

関連会社（以下、Ｆ社及びその子会社等を併せて「Ｑグループ」という。）であるＧ株式会社

（以下「Ｇ社」という。）やＨ証券株式会社（現在のＩ証券株式会社。以下「Ｈ証券」という。）
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などの内国法人に勤務していた者である。 

（２）Ｑグループにおける株式報酬制度 

ア 報酬プラン 

 Ｑグループは、主要な従業員に対する精勤の動機付けとすることなどを企図して、Ｆ株式

を取得する権利等を「アワード」として付与する次の①から③までの株式報酬制度（以下、

併せて「本件各報酬プラン」という。）を設けている。なお、本件各報酬プランにおいて、

アワードに関する諸条件は、報酬証書に規定するものとされている。（乙２～４） 

① 「Ｒ INC. 1995 EQUITY INCENTIVE COMPENSATION PLAN」（以下「ＥＩＣＰ」という。） 

② 「Ｑ EMPLOYEES' EQUITY ACCUMULATION PLAN」（以下「ＥＥＡＰ」という。） 

③ 「Ｑ TAX DEFERRED EQUITY PARTICIPATION PLAN」（以下「ＴＤＥＰＰ」という。） 

イ 報酬証書 

（ア）ＥＩＣＰに準拠した平成１５年から平成１７年の報酬証書は、下記①から③までのとお

りであり、ＥＥＡＰに準拠した平成１８年の報酬証書は、下記④のとおりであり、ＴＤＥ

ＰＰに準処した同年の報酬証書は、下記⑤のとおりである（以下、下記①から⑤までの各

報酬証書を併せて「本件各報酬証書」という。）（乙１２～１６）。 

① 「Ｑ, EQUITY INCENTIVE COMPENSATION PLAN, 2003 DISCRETIONARY RETENTION AWARD

S, AWARD CERTIFICATE」（以下「２００３ＥＩＣＰ」という。） 

② 「Ｑ, EQUITY INCENTIVE COMPENSATION PLAN, 2004 DISCRETIONARY RETENTION AWARD

S, AWARD CERTIFICATE」（以下「２００４ＥＩＣＰ」という。） 

③ 「Ｑ, EQUITY INCENTIVE COMPENSATION PLAN, 2005 DISCRETIONARY RETENTION AWARD

S, AWARD CERTIFICATE」（以下「２００５ＥＩＣＰ」という。） 

④ 「Ｑ, EMPLOYEES' EQUITY ACCUMULATION PLAN, 2006 DISCRETIONARY RETENTION AWAR

DS, AWARD CERTIFICATE FOR STOCK UNITS」（以下「２００６ＥＥＡＰ」という。） 

⑤ 「Ｑ, TAX DEFERRED EQUITY PARTICIPATION PLAN, 2006 DISCRETIONARY RETENTION A

WARDS, AWARD CERTIFICATE FOR STOCK UNITS」（以下「２００６ＴＤＥＰＰ」という。） 

（イ）本件各報酬証書の概要 

 本件各報酬証書には、要旨、①ストック・ユニットとは、転換日にＦ株式１株を被付与

者に支払う支払保証のないＦ社の約束から成るものであり、被付与者の各ストック・ユニ

ットは、Ｆ株式１株に相当するものであること、②ストック・ユニットは、原則として、

「予定確定日」に確定し、「予定転換日」にＦ株式１株に転換されること、③ストック・

ユニットの転換に基づいて引き渡された株式は、証券取引法又はＱグループの従業員取引

ポリシーから生じる可能性のある制限を除き、あらゆる譲渡制限を受けず、取り消されな

いこと、④被付与者の雇用が死亡等以外の理由で終了した場合、未確定のストック・ユニ

ットは取り消されること、⑤被付与者が「予定転換日」前に「競業」等に及んだ場合は、

確定したストック・ユニットでも取り消されること、⑥被付与者は、ストック・ユニット

の転換後、被付与者に発行されるＦ株式の受益所有権者となり、議決権及び現金、株式配

当金又は株式に支払われるその他の分配金を受け取る権利を含む、あらゆる所有者として

の権利を与えられることなどが定められている（乙１２～１６）。 

（３）有価証券の取引に係る社内規則 

 Ｑグループは、Ｑグループの全ての従業員本人及びその家族等（以下「Ｑ従業員等」という。）
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が行う有価証券又はその他の金融商品の個人的取引に関する規則として、グローバル従業員取

引ポリシーを定めている（乙８）。また、Ｈ証券は、Ｑグループの全ての従業員の個人証券取

引及びその取引口座に対して適用される日本特有の規制として、コンプライアンス通知（以下、

グローバル従業員取引ポリシーと併せて「Ｑ取引方針」という。）を定めている（乙９）。 

 Ｑ取引方針には、要旨、①従業員は、原則として、Ｑグループ内において、全ての従業員証

券口座（共同口座、家族口座、子供の口座等のＱ従業員等に係る口座をいう。以下同じ。）を

保有しなければならないこと、②個人証券取引の発注は、全て従業員取引デスクを通して、Ｅ

メールによって依頼しなければならないこと、③従業員は、Ｑグループの法人が発行した普通

株式、優先株式及び債券を含むあらゆる有価証券（以下「Ｑ有価証券」という。）について、

所定のウインドウ・ピリオド内に限り、取引することができること（以下「本件譲渡制限」と

いう。）、④Ｑ取引方針に違反した場合、本人の費用負担による取引の取消し、取引特権の停止

及び解雇を含む懲戒処分を受ける可能性があることなどが定められている（乙８、９）。 

（４）原告らに対するストック・ユニットの付与 

 原告らは、平成１５年から平成１８年までに、それぞれ、本件各報酬プラン及び本件各報酬

証書（以下、併せて「本件各報酬プラン等」という。）に基づき、Ｆ社から、別表１－１から

１－１０までに記載のとおり、ストック・ユニットの付与を受けた（以下、原告らに付与され

た各ストック・ユニットを併せて「本件各ストック・ユニット」という。）（乙１７の１～１７

の１０）。 

（５）予定確定日及び予定転換日の繰り上げに関する決議 

 Ｆ社の報酬委員会は、平成１９年１２月１１日、それまでに確定していない一定のストッ

ク・ユニットの予定確定日及び予定転換日を繰り上げることとし、①付与済みのストック・ユ

ニット（平成１６年及び平成１７年に付与されたストック・ユニット、並びに、平成１８年に

付与されたストック・ユニットの５０％）は、各アワードの他の条件に従って、平成２０年９

月８日（以下「本件転換日」という。）、ストック・ユニット数に応じたＦ株式の引渡しにより

支払われること、②同日現在において確定していない付与済みのストック・ユニットは、同日

をもって確定すること、③上記の決議に伴うストック・ユニットの転換によって引き渡される

Ｆ株式は、証券取引法又はＱグループのポリシーから生じる制限を除き、あらゆる譲渡制限を

受けず、取消条項の対象にもならないことなどを決議した（乙５）。 

（６）本件各ストック・ユニットの転換及び本件各Ｆ株式の引渡し 

ア 本件各ストック・ユニットは、平成２０年９月８日（本件転換日）、本件各Ｆ株式への転

換が生じた。 

 本件転換日のＪ証券取引所（以下「Ｊ証券取引所」という。）におけるＦ株式の株価の終

値は、●米国ドルであり、また、同日の１米国ドルに対する円の対顧客直物電信売買相場の

仲値の金額（以下「ＴＴＭレート」という。）は、１米国ドルにつき１０８．５０円であっ

た（乙１０、１１）。 

イ 本件各Ｆ株式のうち、原告Ｅが取得したものは、平成２０年９月８日、その余の原告らが

取得したものは、同月１１日、Ｈ証券の原告らの各証券口座（以下「本件各証券口座」とい

う。）に入庫された（甲２の２、５の５～５の７、５の１０、乙３５の１～３５の５）。 

（７）本件各Ｆ株式に係る本件譲渡制限の解除 

 本件各Ｆ株式については、本件各証券口座に入庫された後も、Ｑ取引方針に基づき、本件譲
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渡制限の適用があったが、ウインドウ・ピリオドが平成２０年９月１８日（以下「本件制限解

除日」という。）から開始されたことにより、本件譲渡制限は解除された。 

 本件制限解除日のＪ証券取引所におけるＦ株式の株価の高値と安値の単純平均値（以下「日

平均株価」という。）は、●米国ドルであり、また、同日のＴＴＭレートは、１米国ドルにつ

き１０４．８５円であった（乙１８、３０）。 

（８）本件訴えに至る経緯 

ア 原告らの平成２０年分の所得税に係る確定申告、修正申告、更正処分（再更正処分を含む。）、

過少申告加算税の賦課決定処分、異議申立て、異議決定、審査請求及び審査裁決の経緯は、

別表２－１から２－１０までに記載のとおりである。 

 なお、原告らは、上記確定申告において、本件各株式報酬について、本件各Ｆ株式の合計

株数に、平成２０年９月１８日のＪ証券取引所におけるＦ株式の日平均株価●米国ドルを乗

じて得られる金額につき、同日の為替レートにより円に換算した金額を、本件各株式報酬に

係る給与等の収入金額として申告していた。 

 これに対し、各処分行政庁は、原告らの平成２０年分の所得税について、①本件各株式報

酬に係る給与等の収入すべき日は、同年９月８日（本件転換日）であり、また、②当該給与

等の収入すべき金額は、本件各Ｆ株式の株数に、同日のＪ証券取引所におけるＦ株式の株価

の終値及びＴＴＭレートを乗じて算定した金額であるとして、本件各更正処分等をしたもの

である。 

（以上につき、甲１～６（枝番を含む。ただし、甲２の４及び３の４は欠番。）、乙１） 

イ 原告らは、平成２４年１１月２２日、本件訴えを提起した（顕著な事実）。 

ウ 目黒税務署長は、原告乙の平成２０年分の所得税に関し、翌年へ繰り越す株式等の譲渡損

失の金額に誤りがあったことから、平成２５年１月２５日付けで、同金額について再更正処

分をした（乙１）。 

３ 被告の主張する本件各更正処分等の根拠及び適法性 

 本件各更正処分等の根拠及び適法性に関する被告の主張は、別紙２－１から２－１０までのと

おりである。なお、同別紙に記載した略語は、以下でも用いることとする。 

４ 争点 

 本件の争点は、本件各更正処分等の適法性であり、具体的には、本件各株式報酬に係る給与等

の収入すべき金額等について、次の点が争われている。 

（１）本件各株式報酬に係る給与等の収入すべき日 

 本件各株式報酬に係る給与等の収入すべき日は、本件転換日（平成２０年９月８日）か、本

件制限解除日（同月１８日）か 

（２）本件各株式報酬に係る給与等の収入すべき金額の算定方法 

ア 本件各Ｆ株式の時価の算定は、Ｊ証券取引所の終値によるべきか、日平均株価によるべき

か 

イ 採用すべき為替レート 

（３）過少申告加算税に係る正当な理由の有無 

５ 争点に対する当事者の主張の要旨 

（１）争点（１）（本件各株式報酬に係る給与等の収入すべき日）について 

（被告の主張の要旨） 
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ア 所得税法３６条１項は、現実の収入がなくても、その収入の原因たる権利が確定的に発生

した場合には、その時点で所得の実現があったものとして、その権利発生の時期に属する年

度の課税所得を計算するという建前（いわゆる権利確定主義）を採用しているものと解され

る。この権利確定主義の考え方は、金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入

する場合にも当てはまるものであり、収入の原因となる権利等が具体的に実現する可能性が

客観的に認識できるまで高い状態、換言すれば、収入実現の蓋然性が高い時点をもって同項

の「収入すべき日」と解すべきである。 

イ 本件各報酬プラン等に基づき付与されるストック・ユニットは、その予定転換日に、１ス

トック・ユニットにつきＦ株式１株を被付与者に支払うＦ社の契約であり、被付与者は、Ｆ

社の一般的な無担保債権者の権利のみを保有し、ストック・ユニットがＦ株式に転換される

まで、配当相当額の支払を受けるものの、Ｆ株式に関して株主にはならず、株主としてのい

かなる権利も持たないとされる。そして、被付与者のストック・ユニットは、予定確定日ま

での間、被付与者がＱグループにおいて勤務を継続し、かつ、一定の取消事象に該当しない

場合に、当該予定確定日に確定し、その後、確定したストック・ユニットは、予定転換日ま

での間、被付与者に競合他社への就職等や機密情報の漏えい等の一定の事由が生じた場合に

は、たとえ確定しているストック・ユニットであっても取り消されるが、当該事由が生じな

かった場合には、当該予定転換日に、１ストック・ユニットにつき１株のＦ株式に転換され、

付与されたストック・ユニットに対応したＦ株式が被付与者に引き渡される。 

 そして、ストック・ユニットのＦ株式への転換によって、被付与者は、付与されたストッ

ク・ユニットに対応するＦ株式の実質的所有者（beneficial owner）となり、売却処分権、

同株式の議決権、現金、株式配当金又は株式に支払われるその他の分配金を受け取る権利を

含む、あらゆるＦ株式の所有者としての権利を取得するとともに、当該Ｆ株式については、

証券取引法又はＱ取引方針による制限を除き、あらゆる取引制限を受けず、また、本件各報

酬証書において規定された取消原因となる一定の事象によって取り消されることもないと

されている。 

ウ Ｆ社の報酬委員会は、平成１９年１２月１１日、それまで確定していないストック・ユニ

ットの予定確定日及び予定転換日を繰り上げることなどを決議し、同決議は同日をもってそ

の効力が発生したことから、原告らが保有していた本件各ストック・ユニットは、本件転換

日（平成２０年９月８日）に確定することになった。 

 そして、本件各ストック・ユニットは、本件転換日において、ストック・ユニットがＦ株

式に転換されるための諸条件を満たしたことによって、本件各Ｆ株式に転換され、その転換

によって、原告らは、本件各Ｆ株式の実質的所有者となり、売却処分権、同株式の議決権、

現金、株式配当金又は株式に支払われるその他の分配金を受け取る権利を含む、あらゆるＦ

株式の所有者としての権利を取得することになり、その後に転換前であれば取消原因となっ

た一定の事象が生じても、その転換自体が取り消されることがなくなった。そうすると、本

件転換日において、Ｆ社の原告らに対する本件各Ｆ株式の支払債務が確定し、他方、原告ら

においては、本件各Ｆ株式を取得できる権利が確定したのであるから、所得税法３６条１項

における権利確定主義の考え方により、本件転換日が、収入たる本件各Ｆ株式の取得が具体

的に実現する可能性が客観的に認識できる状態にまで高められた時点、すなわち、収入実現

の蓋然性の高い時点といえる。 
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 したがって、本件転換日において、原告らの「収入」に相当する「物又は権利その他経済

的な利益」である本件各Ｆ株式の「収入の原因となる権利」が確定したものであるから、原

告らが現実に本件各Ｆ株式を取得した日いかんにかかわらず、本件各株式報酬に係る給与等

の収入すべき日は、本件転換日である。 

エ なお、株式などの金銭以外のものを取得した場合において、当該金銭以外のものについて、

現実に売却して金銭化できるという意味での具体的な売却可能性がなくとも、市場が形成さ

れ、金銭的に測定可能であるという意味での一般的な金銭的評価可能性があれば、担税力を

増加させる経済的利得を取得したといえ、所得税法３６条１項の収入すべき金額に該当する。

この点、Ｑ取引方針によるＱ有価証券の一定期間の取引制限は、その規定内容から明らかな

とおり、それ自体は、インサイダー取引ルールの遵守及び実効性を担保するための、Ｑ従業

員等の人に対するＦ社の社内規制であり、本件各Ｆ株式について特別に制限を加えるもので

はなく、本件各Ｆ株式は、Ｊ証券取引所で一般に取引されるＦ社の普通株式であるから、本

件各Ｆ株式自体に市場性（金銭的に測定可能な経済的価値）があることに何ら変わりはない。 

 また、Ｑ取引方針によるＱ有価証券の一定期間の取引制限により、ウインドウ・ピリオド

以外の期間において、本件各Ｆ株式の売却が事実上できないことと、本件各Ｆ株式に係る売

却処分権の帰属とは直ちに結び付くものではない。本件各報酬プラン等によれば、原告らは、

本件転換日に、Ｆ株式の所有者としてのあらゆる権利を取得しているのであって、売却処分

権のみがＦ社に留保されているとは解されない。すなわち、Ｑ取引方針によるＱ有価証券の

一定期間の取引制限をもって、本件各Ｆ株式に売却処分権がないとすることはできないので

あり、換言すれば、本件転換日において、いわば物権的に、売却処分権を含めたＦ株式の所

有者としてのあらゆる権利が原告らに移転しており、Ｑ取引方針は、いわば債権的に、Ｆ社

との関係において、原告らに帰属する売却処分権を制約するものにすぎないものである。 

 したがって、Ｑ取引方針は、Ｆ社における主要従業員の株式等取引に係る一般的行動指針

というべきものに過ぎず、ストック・ユニットの被付与者の株主としての権利の帰属や権利

の内容を制約するものではなく、権利確定主義の観点からみた場合の権利の確定的取得を認

定するに際しての障害になるものではない。 

オ 以上より、本件各株式報酬に係る給与等の収入すべき日は、「収入の原因となる権利」で

ある「本件各Ｆ株式を取得できる権利」が確定した本件転換日（平成２０年９月８日）であ

る。 

（原告らの主張の要旨） 

ア 所得税法は、２３条ないし３５条において、所得をその源泉ないし性質によって１０種類

に分類し、それぞれについて所得金額の計算方法を定めているところ、これらの計算方法は、

個人の収入のうちその者の担税力を増加させる利得に当たる部分を所得とする趣旨に出た

ものと解される。そして、所得の該当性を判断するに当たっては、所得が担税力を増加させ

るものでなければならないという前提の下に、経済的利得の換価可能性に着目した上で、納

税の容易性まで考慮すべきである。 

 してみれば、本件各株式報酬は所得税法３６条１項の「金銭以外の物又は権利その他経済

的な利益」に該当するものであるところ、同条２項に定める「当該利益を享受する時」とは、

担税力を増加させる経済的利益の原因となる権利を確定的に取得する時をいうべきである

から、本件各株式報酬に関して収入金額とすべき金額は、原告らの担税力を増加させる経済
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的利益の原因となる権利として本件各Ｆ株式を確定的に取得した時点での当該株式の時価

となる。 

イ そして、金銭的に測定可能な経済的価値を有するということとそれが人の担税力を増加さ

せる経済的利得に該当するということとは全く別次元の問題であるところ、株式などの金銭

以外のものについて、現実に売却して金銭化できるなど現実にその価値に相当する利益を取

得する手段が全くなければ、仮に市場価格が形成されていたとしても、「外部からの経済的

価値の流入」が認められず、「収入」たる担税力を増加させる経済的利益を取得したという

ことはできない。また、処分可能性のない所得を獲得してもその所得が実現したとは認めら

れない以上、所得の処分可能性は所得の本質的要素というべきである。 

 そのため、本件各株式報酬については、現実にその価値に相当する利益を取得する手段が

存在する状態の本件各Ｆ株式が「収入」たる「物又は権利その他経済的な利益」に該当し、

当該状態の本件各Ｆ株式を受領することができる権利が「収入の原因となる権利」に該当す

る。換言すれば、本件における「現実の収入」とは、所得の実現の本質的要素である処分可

能性を有する状態の本件各Ｆ株式の受領をいい、「収入の原因となる権利」とは、処分可能

性を有する状態の本件各Ｆ株式を受領する権利をいうと解すべきである。 

ウ この点、米国法上、原告らが本件各Ｆ株式上の権利を取得するには、少なくとも本件各Ｆ

株式が本件各証券口座に移管されることが前提となっており、換言すれば、原告らは、本件

各証券口座に本件各Ｆ株式が移管される前においては、いかなる意味においても、本件各Ｆ

株式上の権利を取得することができなかった。 

 また、人事部作成の確認書（乙７）において、Ｆ株式の証券口座への移管は、通常の場合、

転換日後５営業日以内に完了する見込みであるとされているように、転換日は、Ｆ株式をス

トック・ユニットの被付与者の証券口座に移管するための手続を履践する債務の履行期限で

はないから、被付与者は、Ｆ社に対し、本件転換日に直ちに自己の証券口座へＦ株式を移管

するよう請求することができるわけではない。 

 そうすると、原告らが本件転換日に本件各Ｆ株式上の権利を取得することは不可能であっ

たのであり、当然ながら本件各Ｆ株式を換価できる可能性は全くなかったというほかない。 

 したがって、本件転換日においては、原告らは、本件各Ｆ株式を受領する権利を取得した

ものの、その時点における本件各Ｆ株式については所得の実現の本質的要素である処分可能

性が具備されておらず、当該権利を行使することが全く不可能であった以上、当該権利が確

定したということはできない。 

エ また、本件各報酬プラン等とＱ取引方針とは、相互に参照されており、密接に関連した制

度として構築されている。このＱ取引方針の下では、原告らは、本件各Ｆ株式について直接

取引注文を入力することができず、Ｆ社又はＨ証券の担当者を経由して取引注文をしなけれ

ばならないところ、当該担当者がウインドウ・ピリオド以外の期間に取引注文を受け付ける

ことはあり得ないため、本件制限解除日に至るまで、保有する本件各Ｆ株式を売却する方法

は存在しなかった。仮にＱ取引方針に反して当該取引を行った場合には、Ｆ社により当該取

引を従業員等の費用負担で事前通知なしに解約される可能性があるのみならず、取引停止や

解雇等の処分を受けるとともに、不正取引から発生した損失を負担しなければならず、利益

については没収されるものとされていた。このように、原告らは、本件制限解除日に至るま

では、本件各Ｆ株式を譲渡することができず、その換価可能性が奪われていた状況にあった
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のであり、Ｑ取引方針に違反した場合には、利益が没収されるなど、ストック・ユニットが

取り消されたのと同様の状態になったのである。 

 してみれば、本件制限解除日に至るまでは、本件各Ｆ株式が市場で一般に取引されている

Ｆ株式と経済的に同等なものであるとはいえなかったのであり、原告らの担税力が増加する

などということはおよそあり得ない以上、原告らがその担税力を増加させる経済的利益の原

因となる権利として本件各Ｆ株式を確定的に取得したということはできず、現実にその価値

に相当する利益を取得する手段が存在する状態の本件各Ｆ株式を受領することができる権

利が確定的に発生したということもできない。 

オ 他方、原告らは、本件制限解除日以後になってようやく本件各Ｆ株式を譲渡することが可

能となったのであるから、同日に至って初めて、その担税力を増加させる経済的利益の原因

となる権利として本件各Ｆ株式を確定的に取得し、また、処分可能性を有する状態の本件各

Ｆ株式を受領する権利が確定したということができる。 

カ 以上より、本件各株式報酬に係る給与等の収入すべき日は、本件制限解除日（平成２０年

９月１８日）である。 

（２）争点（２）（本件各株式報酬に係る給与等の収入すべき金額の算定方法）について 

ア 争点（２）ア（本件各Ｆ株式の時価の算定は、Ｊ証券取引所の終値によるべきか、日平均

株価によるべきか）について 

（被告の主張の要旨） 

 所得税法３６条は、金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合の収

入すべき金額は、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額（同条１項）とし、

当該価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする

（同条２項）として、いわゆる時価による旨規定している。ここにいう時価とは、ある時点

における当該資産の客観的交換価値を指すものであり、それぞれの財産の現況に応じ、不特

定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額であって、

いわゆる市場価格をいうものと解するのが相当である。 

 そして、いわゆる時価が事後的な判断基準として用いられるため、課税の公平を確保する

観点からは、一定の客観的な基準によって認定された価額であることが要請されるところ、

上場株価の終値は、単に証券市場の「一定時点における取引価格」を示すものではなく、証

券市場を通じて、不特定多数の当事者間において、経済情勢や企業の財務情報などの種々の

情報をも反映した自由競争原理によって最終的に形成された価格であり、当該株式の客観的

交換価値を示すものであって、裁判例や金融実務において、重要な基準として一般に時価と

して広く認識・利用されており、また、所得税基本通達でも、上場株式の評価として終値に

よる旨規定されているなど（所得税基本通達２３～３５共－９及び同３６－３６）、株式の

時価として最も合理性を有している。 

 このように、証券取引所に上場されている株式の公表されている終値は、一般に時価とし

て広く認識され利用されているのであり、本件各Ｆ株式の１株当たりの価額（時価）を、本

件転換日のＪ証券取引所におけるＦ株式の株価の終値としない特段の事情も認められない

ことから、本件各株式報酬に係る給与等の収入すべき金額は、収入すべき日である本件転換

日のＪ証券取引所におけるＦ株式の株価の終値を用いて算定することが相当である。 

（原告らの主張の要旨） 
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 終値のみならず、高値も安値も、一般投資家が経済情勢や企業の財務状況などの種々の情

報を踏まえた市場における売買の結果の価格であることには相違ないのであるから、取引時

間の最終時点における価格である終値だけを時価とすることには根拠がない。 

 所得税法上の「所得」が担税力を増加させる経済的利得であることや、課税の公平性の観

点に照らせば、可能な限り異常値が排除されなければならないというべきであるところ、証

券取引所において取引される有価証券の一時点のみにおける価格は偶然に大きく左右され

ざるを得ないのであり、特定銘柄の株価が想定外の下落をしたり乱高下したりしたときには、

特定の値を抽出するよりも複数の値の平均値の方が、その異常性や偶然性をある程度捨象で

き、担税力を増加させる経済的利得の価値を公正に把握することができる以上、日平均株価

を用いることに強い合理性が認められるというべきである。特に、本件転換日以降は、Ｊ証

券取引所におけるＦ株式の売買高が短期間で急上昇し、Ｆ株式の株価が急降下するなどの特

異な状況が発生していたことに鑑みれば、日平均株価をもって客観的交換価値とするのが最

も合理的である。 

イ 争点（２）イ（採用すべき為替レート）について 

（被告の主張の要旨） 

 本件各株式報酬に係る円換算においても、合理的な方法により画一的に取り扱うことが要

請されるところ、課税庁は、租税要件の公平性・明確性を担保するため、所得税基本通達５

７の３－２において、外貨建取引の円換算方法について明らかにし、所得税法５７条の３第

１項（外貨建取引の換算）の規定に基づく円換算（同条第２項の規定の適用を受ける場合の

円換算を除く。）は、その取引を計上すべき日における対顧客直物電信売相場（以下「ＴＴ

Ｓレート」という。）と対顧客直物電信買相場（以下「ＴＴＢレート」という。）の仲値によ

る旨定めて、いわゆるＴＴＭレートを用いることとされている。 

 円換算は外貨と円貨との翻訳であると解されるところ、為替相場に用いるＴＴＢレートと

ＴＴＭレートとの差額又はＴＴＳレートとＴＴＭレートとの差額は金融機関の手数料及び

リスク料としての性質を有していることからすれば、外貨建取引の円換算については、金融

機関の手数料等相当額を含まないＴＴＭレートによるべきであるとする当該通達は、外貨建

取引の換算について規定する所得税法５７条の３に係る取扱いとして合理性を有するとい

うべきであり、その基準に何ら不合理な点はない。 

 したがって、本件各株式報酬に係る円換算は、ＴＴＭレートによることが相当である。 

（原告乙、原告丙及び原告Ｂの主張の要旨） 

 原告乙、原告丙及び原告Ｂ（以下「原告乙ら」という。）が本件各株式報酬の円換算に当

たってＴＴＢレートを用いたのは（なお、その余の原告らはＴＴＭレートを用いている。）、

平成２０年分の所得税の確定申告時において、本件各Ｆ株式が米ドル建ての資産であること

から、その円換算に当たっては、外国為替公認銀行が顧客から外国為替を買い入れる場合の

為替相場であるＴＴＢレートを用いることが合理的であると考えたからである。 

 そして、所得税法５７条の３第１項は、外貨建取引の邦貨換算について、「当該外貨建取

引の金額の円換算額（外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示の金額に換算した金額）」

と規定するのみで、何らＴＴＭレートを用いることは記載されておらず、また、そのように

解釈しなければならない理由も見当たらない以上、ＴＴＭレートを用いるか否かは納税者の

選択に委ねられていると解すべきである。 
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（３）争点（３）（過少申告加算税に係る正当な理由の有無）について 

（原告らの主張の要旨） 

 仮に、本件各株式報酬に係る給与等の収入金額の収入すべき日が本件転換日であり、その価

額が同日のＪ証券取引所におけるＦ株式の株価の終値及びＴＴＭレートを用いて計算される

べきであったとしても、①本件各株式報酬に係る給与等の収入金額とすべき金額について、い

つの時点のＦ株式の時価を基準として算定した上で申告すべきか、専門的な知識がなければ判

然としないものであったこと、②原告らが平成２０年分の所得税について確定申告を行った当

時、ストック・アワードに係る課税上の取扱いに関して、法令上特別の定めはおかれておらず、

上記取扱いについて定めた通達等もなかったこと、③Ｆ社が、平成２１年２月１３日付け「20

08 Japan Individual Tax Return Filing」と題する文書（甲７）において、税務及び法律の

専門家と協議した上、原告らを含む同社の従業員に対し、所得申告について本件制限解除日の

Ｆ株式の時価を用いる旨表明していたことなどの事情に鑑みれば、本件各株式報酬に係る給与

等の収入金額とすべき金額を本件制限解除日での当該株式時価として申告したことは当然と

いわざるを得ない。 

 したがって、本件は、過少申告が真にやむを得ない理由によるものであり、納税者に過少申

告加算税を賦課することが不当若しくは酷になる場合であって、国税通則法６５条４項に規定

する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当することは明らかである。 

（被告の主張の要旨） 

 国税通則法６５条４項に定める「正当な理由があると認められる」場合とは、真に納税者の

責めに帰することができない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、

納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうのであり、納税者側の

主観的な事情や法の不知や解釈の誤りは含まれず、納税者において、申告時に過少申告となら

ない申告をする契機が客観的に与えられていなかったような場合に限られると解すべきであ

る。 

 そもそも、全ての経済事象や個々の事案に係る収入すべき日や収入すべき金額を全て法令に

規定し、あるいは通達に定めることなどは不可能であるところ、ある所得の収入すべき日がい

つであるか、また、その収入すべき金額がいくらであるかは、所得税法３６条の規定及びその

解釈を基に、それぞれの所得の発生原因や性質等を考慮し決定されるべきものである。 

 また、原告らは、Ｆ社から「会社は納税に関するアドバイスをする立場にありません。申告

にあたっては、個々の責任において、事前に税理士と相談の上、確定申告を行うことを強く奨

励します。国税当局から株式転換日の価格とすべきとの見解が出た場合には、税額の増差分及

び加算税、延滞税の負担が生じますが、そのリスクは各社員でお取りいただくことになりま

す。」（甲７）との強い注意喚起をも受けている。 

 そうすると、本件各株式報酬に係る給与等の収入すべき金額を本件制限解除日のＦ株式の時

価を用いて算定するなどし、本件各申告において、その納付すべき税額を過少に申告したこと

は、原告らの税法の不知や法令解釈の誤解に基づくものといえるのであって、真に納税者の責

めに帰することのできない客観的な事情があるといえず、過少申告加算税を賦課することが不

当又は酷になるような事情があるとも認められない。 

 したがって、原告らが各確定申告においてその納付すべき税額を過少に申告したことについ

て、国税通則法６５条４項にいう「正当な理由」はない。 
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第３ 当裁判所の判断 

１ 認定事実 

 前記前提事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、本件各報酬プラン等及びＱ取引方

針につき、以下の事実を認めることができる（書証中の英文は、基本的には、被告提出の訳文に

よっている。）。 

（１）ＥＩＣＰの概要 

 ＥＩＣＰは、要旨、次のとおりの内容を定めている（乙２）。 

ア このプランの目的は、Ｆ社及びその子会社の発展及び利益に貢献した主要な従業員に対し、

報奨を与え、Ｆ株式の所有を勧奨することで、従業員を惹き付け、雇用を継続させ、そのモ

チベーションを高めることにある（１条）。 

イ 「アワード」とは、このプランの規定に準拠して付与される報酬をいう（２条）。 

ウ 「委員会」とは、Ｆ社の取締役会の下にある報酬委員会、その全ての後継者又はこのプラ

ンを管理する目的で当該取締役会が任命するその他の委員会をいう。委員会は、２名以上の

者から構成され、Ｆ社の取締役会の意向に従って任務を遂行する。（２条） 

エ アワードには、ストック・アワード、ストック・ユニット・アワード、オプション・アワ

ード、ＳＡＲアワード及びその他のアワードがある（７～１１条）。 

 このうち、ストック・ユニット・アワードは、一つ以上のストック・ユニットから構成さ

れ、委員会が定めるもののほか、報酬契約書又は報酬証書が規定する諸条件に従うものとす

る。１ストック・ユニットは１Ｆ株式に相当し、報酬契約書又は報酬証書が規定する確定及

び支払の条件を満たすと、委員会により、Ｆ株式又は支払時の１株当たりの公正価格に相当

する現金が支払われる。（８条） 

オ このプランは委員会によって管理される。委員会は、所定の規定に従い、①適格者の中か

ら参加者（アワードの付与を受ける者をいう。）を選ぶこと、②このプランに沿ってアワー

ドを付与すること、③各アワードの対象となる株式数等を決定すること、④各アワードに関

し、確定、没収、支払及び権利行使等の諸条件を定めること、⑤報酬契約書又は報酬証書の

記載事項を決定することなど、このプランの運営に必要なあらゆる決定や手順を策定する全

ての権限を有する（５条（ａ））。 

カ アワードに関する確定、権利行使、支払及びその他の制限は、委員会が決定し、報酬契約

書又は報酬証書に規定される。もっとも、委員会は、アワードの確定又は支払等を早めるこ

とができる。（１２条（ｆ）） 

（２）ＥＥＡＰの概要 

 ＥＥＡＰは、要旨、次のとおりの内容を定めている（乙３）。 

ア このプランの目的は、Ｆ社及びその関連会社を主要従業員にとって魅力あるものとし、彼

らを定着させ、動機付けるとともに、エクイティ・ベースの報酬と株式所有機会の拡大を通

じ、主要従業員と株主の利益の方向を同じくすることにある（１条）。 

イ 「アワード」とは、委員会がこのプランに沿って決定した諸条件に基づいて付与される株

式若しくは現金又はこれらを取得する権利をいう（２条（２．３））。 

ウ 「委員会」とは、Ｆ社の２人以上の役員から成る委員会をいい、３条１項に定められてい

る（２条（２．８））。 

エ 「ストック・ユニット」とは、Ｆ社が会計帳簿への記入により記録したアワードにより、
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また、８条により委員会が決定した条件に従って、１株（又はその価額）を加入者に引き渡

すというＦ社の一般的な無担保債務をいう（２条（２．３４））。 

オ このプランは委員会が管理する（３条（３．１））。委員会は、①このプランに基づき付与

されたあらゆる権限を行使すること、②このプラン及びプランに基づくアワードの条件を定

めた文書を作成、解釈、実施すること、③プランに関係する規則を規定し、修正し、廃止す

ること、④プランの管理に必要な又は望ましい決定をすることなどの権限を有する（３条（３．

２））。 

カ 委員会は、リストリクテッド・ストック又はストック・ユニット・アワードを、単独で又

はこのプランに基づき他の賞与と共に、若しくは当社の他のプラン又は取り決めに基づき行

われる他のアワードと共に、委員会が随時専らその裁量で決定し、報酬証書に定める金額と

条件において付与することができる（８条（８．１））。 

（３）ＴＤＥＰＰの概要 

 ＴＤＥＰＰは、要旨、次のとおりの内容を定めている（乙４）。 

ア このプランの目的は、優れた能力を有する従業員を惹き付け、その雇用を継続させるとと

もに、参加者と株主の利害関係の更なる一致をＦ社が促進することを助けることにより、Ｆ

社の長期的な発展及び財政的成功を促進することにある（１条）。 

イ 「委員会」とは、このプランを運営するためにＦ社の取締役会が指名する２名以上の者か

ら構成される委員会をいう（２条（ｊ））。 

ウ 「アワード」とは、第７条に準拠して参加者（委員会がこのプランに参加する適格がある

と決定した重要な従業員をいう。２条（ｕ））に付与される報酬をいう（２条（ｄ））。 

エ 委員会は、このプランの規定に従ってこれを管理するための全ての権限を有し、その権限

には必要又は適切と思われる規則及び規制等を採用するなどの権限が含まれる（５条（ａ）

（ｂ））。 

オ 委員会は、参加者にアワードを与える全ての権限を有する。アワードは、所定の株式数に

よって計上される。１９９８年（平成１０年）１月１日以降に有効になる各アワードについ

ては、委員会が定め、所定の報酬証書に記載される諸条件に従い、その諸条件その他の規定

は、当該報酬証書に記載されるものとする。（７条（ａ）（ｉ）） 

（４）本件各報酬証書の概要 

 Ｆ社は、本件各報酬プランに準拠してアワードに関する諸条件を規定するものとして、要旨、

次のとおりの内容の本件各報酬証書を定めている（乙１２～１６）。 

ア 前文 

（ア）Ｆ社は、１年間の勤務に対する任意の長期インセンティブ報酬、及び、継続してＱグル

ープの雇用下に留まり、予定確定日までＱグループに勤務し続けることの動機付けとして、

ストック・ユニットを付与した。この報酬証書は、アワードの一般条件を規定している。 

（イ）アワードは、本件各報酬プランに準拠して決定される。 

（ウ）アワードの目的は、Ｑグループの利益と被付与者の利益を調整すること、将来における

Ｑグループへの継続的な雇用やサービスに対して報酬を与えること、非公開、極秘、ある

いは機密情報、製品、企業秘密、取引先との関係及びその他の合法的な業務利益において、

Ｑグループの利益を保護することなどにある。 

イ ストック・ユニットの概要 
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 被付与者の各ストック・ユニットは、Ｆ株式１株に相当する。ストック・ユニットとは、

ストック・ユニットの転換日にＦ株式１株を被付与者に支払う支払保証のないＦ社の約束か

ら成るものである。被付与者は、ストック・ユニットが株式に転換されるまで、ストック・

ユニットの基礎となるＦ株式に関し、株主にはならないものとする。（１条） 

ウ 確定と転換 

（ア）確定（ベスト） 

 被付与者のストック・ユニットの５０％は、「第１予定確定日」に確定し、残りの５０％

は、「第２予定確定日」に確定する。 

 別途規定されている場合を除き、ストック・ユニットの上記各部分は、予定確定日まで

継続してＱグループの雇用下に留まること、かつ、Ｑグループに対して付加価値的なサー

ビスを提供することによって、将来も引き続きＱグループに勤務する場合にのみ、確定す

る。 

（以上につき、２条（ａ）） 

（イ）転換（コンバージョン） 

 被付与者に付与された各々のストック・ユニットは、別途規定されている場合を除き、

「予定転換日」にＦ株式１株に転換される。 

 ストック・ユニットの転換に基づいて引き渡された株式は、証券取引法又はＱグループ

の従業員取引ポリシーから生じる可能性のある制限を除き、あらゆる譲渡制限を受けず、

又は、所定の状況（２００３ＥＩＣＰ及び２００４ＥＩＣＰの各１３条（ｃ）、２００５

ＥＩＣＰ、２００６ＥＥＡＰ及び２００６ＴＤＥＰＰの各８条（ｃ））において取り消さ

れないものとする。 

（以上につき、２条（ｂ）） 

（ウ）加速的転換 

 Ｆ社は、ストック・ユニットの一部又は全部の転換を早める権利を留保する。予定転換

日に先立ってストック・ユニットがＦ株式に転換された場合でも、これらの株式を譲渡す

ることはできず、ストック・ユニットが転換されなかった場合と同様に、確定に関する規

定及びこの報酬証書に記載された取消し及び源泉徴収に関する規定に従うものとする。

（２００３ＥＩＣＰの２条（ｃ）） 

エ 配当相当額の支払 

 Ｆ社が普通株式の配当金を支払う場合は、被付与者のストック・ユニットが株式に転換さ

れるまで、確定及び未確定のストック・ユニットの配当相当額が被付与者に支払われるが、

取り消されたストック・ユニットについての配当相当額は、支払われない（４条）。 

オ 死亡、身体障害及び定年退職 

 以下の特別な確定及び支払条件は、被付与者のストック・ユニットに適用される（２００

３ＥＩＣＰ及び２００４ＥＩＣＰの各１０条、２００５ＥＩＣＰ、２００６ＥＥＡＰ及び２

００６ＴＤＥＰＰの各５条）。 

（ア）雇用期間中の死亡 

 被付与者の雇用が、死亡により終了した場合、被付与者の未確定ストック・ユニットの

全ては、直ちに確定し、Ｆ社が被付与者の死亡通知を受領した後、管理能力上実行可能な

できるだけ早い時期に、Ｆ株式に転換され、規定に従って被付与者が指名した受益者又は
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遺産の法定代理人に引き渡される。 

（イ）雇用期間後の死亡 

 被付与者が、雇用期間後、予定転換日前に死亡した場合、被付与者が死亡時に保有して

いた確定ストック・ユニットは、Ｆ社が被付与者の死亡通知を受領した後、管理能力上実

行可能なできるだけ早い時期に、Ｆ株式に転換され、規定に従って指名された受益者又は

遺産の法定代理人に引き渡される。 

（ウ）身体障害 

（２００３ＥＩＣＰの定め） 

 被付与者の雇用が、身体障害によって終了した場合、被付与者の未確定のストック・ユ

ニットの全ては、直ちに確定し、被付与者は、雇用終了の日から１年後の月の最終取引日

（予定転換日前に限る。）にＦ株式に転換されることを選択することができる。 

（２００４ＥＩＣＰの定め） 

 被付与者の雇用が、身体障害によって終了した場合、被付与者の未確定のストック・ユ

ニットの全ては、直ちに確定し、予定転換日にＦ株式に転換される。 

（２００５ＥＩＣＰ、２００６ＥＥＡＰ及び２００６ＴＤＥＰＰの定め） 

 被付与者の雇用が、身体障害によって終了した場合、被付与者の未確定のストック・ユ

ニットの全ては、当該雇用の終了の日に確定し、予定転換日にＦ株式に転換される。 

（エ）定年退職 

（２００３ＥＩＣＰ及び２００４ＥＩＣＰの定め） 

 被付与者の雇用が、定年退職で終了した場合、被付与者の未確定のストック・ユニット

の全ては、直ちに確定し、被付与者は、雇用終了の日から１年後の月の最終取引日（予定

転換日前に限る。）にＦ株式に転換されることを選択することができる。 

（２００５ＥＩＣＰ、２００６ＥＥＡＰ及び２００６ＴＤＥＰＰの定め） 

 被付与者の雇用が、定年退職で終了した場合、被付与者の未確定のストック・ユニット

の全ては、当該雇用の終了の日に確定し、予定転換日にＦ株式に転換される。 

カ 人員削減、Ｑグループによる会社都合の解雇 

（２００３ＥＩＣＰ及び２００４ＥＩＣＰの定め） 

 人員削減に関連し、Ｑグループが被付与者を解雇した場合、被付与者の未確定のストッ

ク・ユニットは、被付与者がＱグループの合意書及び権利放棄証書に署名することを条件に、

雇用を継続していた場合と同視して予定確定日に確定するものとし、予定転換日にＦ株式に

転換される。この報酬証書が定める取消し及び源泉徴収の規定は、被付与者のストック・ユ

ニットがＦ株式に転換されるまで、継続して適用される。（１１条） 

（２００５ＥＩＣＰ、２００６ＥＥＡＰ及び２００６ＴＤＥＰＰの定め） 

 「事由」（２１条（ｂ）所定のＱグループに対する義務不履行等の事由）及び８条（ｃ）

所定のその他の取消事象に該当しない状況の下で、Ｑグループが被付与者を解雇した場合、

被付与者の未確定のストック・ユニットは、被付与者がＱグループの合意書及び権利放棄証

書に署名することを条件に、Ｑグループとの雇用の終了の日に確定し、予定転換日にＦ株式

に転換される。この報酬証書が定める取消し及び源泉徴収の規定は、被付与者のストック・

ユニットがＦ株式に転換されるまで、継続して適用される。（６条） 

キ 雇用の終了と報酬の取消し 
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（２００３ＥＩＣＰ及び２００４ＥＩＣＰの各１３条、２００５ＥＩＣＰ、２００６ＥＥＡ

Ｐ及び２００６ＴＤＥＰＰの各８条） 

（ア）未確定報酬の取消し 

 被付与者の雇用が、死亡、身体障害、定年退職又は人員削減（会社都合の解雇）という

この報酬証書に記載された状況以外の何らかの理由で終了した場合、未確定のストック・

ユニットは取り消される。 

（イ）確定報酬の一般的扱い 

 この報酬証書に別途規定されている場合を除き、被付与者の（雇用が終了した時点で）

確定したストック・ユニットは、予定転換日にＦ株式に転換される。 

（ウ）一定の状況の下でのアワードの取消し 

 被付与者のストック・ユニットは、たとえ確定していても、予定転換日までは取得され

ず、下記のいずれかに該当する場合、予定転換日前に取り消される。 

ａ 競業 

 被付与者が雇用終了後等の所定の期間中に「競業」ないし「競業する活動」に及んだ

場合、その時点に応じて、ストック・ユニットの全部又は５０％が取り消される。 

（「競業」ないし「競業する活動」とは、「競合他社」の従業員、役員、パートナー、メ

ンバー、所有者、取締役、請負業者、コンサルタント、アドバイザー、代理人又は代理

店となること等をいう。２００３ＥＩＣＰ及び２００４ＥＩＣＰの各２６条（ｇ）、２

００５ＥＩＣＰ、２００６ＥＥＡＰ及び２００６ＴＤＥＰＰの各２１条（ｆ）） 

ｂ その他の事象 

 以下の全ての事象が、予定転換日前のどの時点で生じた場合でも、被付与者の全ての

ストック・ユニットは、確定又は未確定にかかわらず、直ちに取り消される。 

（ａ）被付与者の雇用が、業務違反、義務の不履行、不正行為又は法令違反などの事由の

ために終了する場合 

（ｂ）被付与者の雇用期間終了後、Ｑグループが、被付与者の雇用が上記（ａ）の事由の

ために終了した可能性があると判断する場合 

（ｃ）被付与者が、Ｑグループ外の権限のない者に機密情報を開示し、又はＱグループの

業務関係以外で、機密情報を利用又は利用しようと試み、その開示、利用又は利用の

試みが、Ｑグループに不利益をもたらす場合、又は、Ｑグループの行動規範に基づく

義務若しくは機密情報における権利の譲渡、獲得、施行に関して、被付与者とＱグル

ープとの間で別途存在する義務に、雇用期間中又はその後において従わない場合 

（ｄ）被付与者が不正教唆に関わった場合 

（ｅ）被付与者が越権発言を行った場合 

（ｆ）被付与者が、一定期間内に、書面による事前の辞職届けを行わずに辞職した場合 

ク 譲渡不可能性 

 被付与者は、所定の場合を除き、被付与者のストック・ユニットを売却、担保、抵当、譲

渡又はその他の方法で移転することはできない。この禁止規定は、法の運用又はその他の方

法で生じるとされる、あらゆる譲渡又はその他の移転を含む。（２００３ＥＩＣＰ及び２０

０４ＥＩＣＰの各１６条、２００５ＥＩＣＰ、２００６ＥＥＡＰ及び２００６ＴＤＥＰＰの

各１１条） 
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ケ 所有権と所有 

（２００３ＥＩＣＰ及び２００４ＥＩＣＰの各１８条、２００５ＥＩＣＰ、２００６ＥＥＡ

Ｐ及び２００６ＴＤＥＰＰの各１３条） 

（ア）一般的に、被付与者は、ストック・ユニットの転換前に、当該ストック・ユニットに対

応するＦ株式の株主としてのいかなる権利も持たない。ただし、ストック・ユニットの転

換前に、被付与者は、この報酬証書に規定された配当相当額の支払を受け取る。 

（イ）転換後 

 被付与者は、ストック・ユニットの転換後、被付与者に発行されるＦ株式の受益所有権

者となり、議決権及び現金、株式配当金又は株式に支払われるその他の分配金を受け取る

権利を含む、あらゆる所有者としての権利を与えられる。 

コ 予定確定日及び予定転換日 

 本件各報酬証書による本件各ストック・ユニットの予定確定日及び予定転換日は、別表３

記載のとおりである（２００３ＥＩＣＰ及び２００４ＥＩＣＰの各２６条、２００５ＥＩＣ

Ｐ、２００６ＥＥＡＰ及び２００６ＴＤＥＰＰの各２１条）。 

（５）グローバル従業員取引ポリシーの概要 

 Ｑグループは、全てのＱ従業員等が行う有価証券又はその他の金融商品の個人的取引に関す

る規則として、要旨、次のとおりの内容のグローバル従業員取引ポリシーを定めている（乙８）。 

ア はじめに 

 このポリシーは、法律上、ビジネス上及び倫理上の利益相反の回避、秘密情報の不正使用

の防止、並びに、従業員の個人取引に関連した不正の発生の回避を目的として定められてい

る。 

 このポリシーは、従業員の全ての取引活動に関連して遵守されるべき総則、特定の種類の

取引及び口座に適用される個別の規則から構成される。また、従業員は、所属部署、部門及

び地域に適用されるあらゆる規則を遵守しなければならず、事前承認が必要とされる場合も

ある。 

イ 適用範囲 

 このポリシーは、全ての「従業員証券口座」に適用される。このポリシーにおける「従業

員」とは、従業員本人だけではなく、その配偶者又は同居人及び未成年の子供を含む。 

ウ Ｑグループ内における口座の保有 

 従業員がこのポリシーを遵守しているかを監視するため、従業員は、Ｆ社への入社時及び

その後も定期的に要請のあるたびに、すべての従業員証券口座を完全に開示し、その他の証

明を行わなければならない。また、従業員は、原則として、（所属地域の法律に従って）Ｑ

グループ内に全ての従業員証券口座を保有しなければならない。 

エ 個別の制限 

（ア）取引注文の入力 

 従業員証券口座における取引注文は、直接入力することは許されず、グローバル・ウェ

ルス・マネジメントのファイナンシャル・アドバイザー、投資担当者又は従業員取引のた

めに指定されたデスクを通じて行わなければならない。 

（イ）保有期間及び事前承認 

 従業員は、原則として、投資商品を購入後、３０日以上保有しなければならない。関連
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保有期間の終了前にポジションを売る必要がある場合には、指定管理者及びコンプライア

ンス本部から事前に承認を得なければならない。Ｑ有価証券を取引する際の保有期間につ

いては、別に定める。 

（ウ）制限銘柄リスト 

 制限銘柄リスト上の銘柄を従業員証券口座で取引することは、原則として禁止されてい

る。 

オ Ｑ有価証券の取引 

 その他の有価証券の場合と同様に、従業員は、Ｆ社について内部情報又は重大な未公開情

報を保有している場合には、いかなる時点でも、Ｑ有価証券の取引を行うことが禁止されて

いる。また、従業員は、Ｑ有価証券について、長期的な投資目的で保有すべきであり、短期

的かつ投機的な投資目的で保有すべきではない。 

 従業員は、Ｑ有価証券を所定のウインドウ・ピリオド内に限り、取引できる。この期間は、

Ｑグループのイントラネットに掲載される。下記の制限は、別途定める場合を除き、全ての

従業員、並びに、Ｑグループが発行した普通株式、優先株式及び債権などを含む全ての有価

証券に適用される。 

（ア）ウインドウ・ピリオド 

 従業員は、Ｑ有価証券を所定のウインドウ・ピリオド内に限り、取引できる。この期間

は、Ｑグループのイントラネットに掲載される。 

 アクセス・パーソンである従業員の場合、ウインドウ・ピリオドは、Ｆ社の決算発表の

翌営業日から始まり、その日から２０営業日目に終了する。 

 アクセス・パーソンでない従業員の場合、ウインドウ・ピリオドは、Ｆ社の決算発表の

翌営業日から始まり、各財務四半期の最終営業日に終了する。 

（イ）保有期間 

 アクセス・パーソンでない従業員の場合、Ｑ有価証券については、最低３０日間保有し

なければならない。アクセス・パーソンである従業員の場合、Ｑ有価証券については、６

か月間保有しなければならない。 

 所定の期間保有したストック・ユニットの転換の結果として株式を取得した場合には、

当該株式を更に一定の期間保有する必要はない。 

カ 従業員取引ポリシーに違反した場合の結果 

 このポリシーに違反した場合、取引の取消しや取引特権の停止、解雇、民事又は刑事手続

などの制裁を受けることになる可能性がある。Ｑグループは、事前の通知なしに、従業員の

費用負担でポジションを凍結し、取引を取り消し、又は、Ｑグループ外の口座で行った取引

を取り消すよう従業員に指示する権利を留保する。許可されていない取引から生じた一切の

損失は従業員に請求され、当該取引から生じる利益は全て没収される。 

（６）コンプライアンス通知の概要 

 Ｈ証券は、Ｑグループの全ての従業員の個人証券取引及びその取引口座に対して適用される

日本特有の規制として、要旨、次のとおりの内容のコンプライアンス通知を定めている（乙９）。 

ア 日本特有の制限事項 

 以下の従業員取引に関する制限事項は、日本のＱグループの全従業員に対して適用される。 

（ア）社外の口座について 
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 所定の例外を除き、Ｑグループ外に個人証券取引口座を保有することは禁止されている。

グローバル従業員取引ポリシーにより、従業員は、Ｑグループ内に従業員取引口座を開設

することが義務付けられている。 

 従業員は、日本証券業協会の規則により、書面による事前承認を受けずに、他の金融商

品取引業者に有価証券取引を発注することが禁止されている（いわゆる「地場出しの禁

止」）。 

（イ）金融商品取引業者以外を通しての取引 

 金融機関（銀行等）に有価証券取引を発注することは、「地場出し」に当たる。 

（ウ）デリバティブ取引 

 従業員は、上場及び店頭デリバティブ取引（先物、オプション、店頭デリバティブ、先

渡し取引、クレジット・デリバティブ等）を行うことを禁止されている。 

（エ）信用取引 

 従業員が信用取引を行うことは禁止されている。 

（オ）空売り 

 信用取引が禁止される結果、従業員は有価証券の空売りを行うことも禁止されている。 

（カ）取引所ファンド（ＥＴＦ） 

 国内のＥＴＦ（金融庁に届け出られている海外のＥＴＦを含む。）をＱグループ内の従

業員取引口座で取引することは認められている。 

イ 部署別の方針 

 所定の部署には、個別の従業員取引ポリシー及び事前承認要件が定められている。当該部

署に所属している者は、適用される全ての要件を理解し、遵守する責任がある。 

 これらの要件を遵守しない場合、Ｑグループは規制法令違反に問われるリスクにさらされ、

また、従業員自身も、本人の費用負担による取引の取消し、解雇を含む懲戒処分を受ける可

能性がある。 

２ 争点（１）（本件各株式報酬に係る給与等の収入すべき日）について 

（１）本件各株式報酬に係る給与等の収入すべき日について、被告は本件転換日（平成２０年９月

８日）である旨主張し、原告らは本件制限解除日（同月１８日）である旨主張している。 

 そこで、以下、所得税法が採用するいわゆる権利確定主義についてみた上で、本件各株式報

酬に係る給与等の収入すべき日について検討することとする。 

（２）いわゆる権利確定主義について 

 所得税法は、一暦年を単位としてその期間ごとに課税所得を計算し、課税を行うこととして

いるところ、所得税法３６条１項は、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金

額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入す

べき金額（金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合には、その金銭以

外の物又は権利その他経済的な利益の価額）とする旨定めている。そして、所得税法３６条１

項が、上記期間中の収入金額又は総収入金額の計算について、「収入すべき金額」とする旨定

め、「収入した金額」としていないことから考えると、同法は、現実の収入がなくても、その

収入の原因となる権利が確定した場合には、その時点で所得の実現があったものとして、同権

利確定の時期の属する年分の課税所得を計算するという建前（いわゆる権利確定主義）を採用

しているものと解される。このように、所得税法がいわゆる権利確定主義を採用したのは、課
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税に当たって常に現実収入の時まで課税することができないとしたのでは、納税者の恣意を許

し、課税の公平を期し難いので、徴税政策上の技術的見地から、収入の原因となる権利の確定

した時期を捉えて課税することとしたものである。（最高裁昭和●●年（○○）第●●号同４

０年９月８日第二小法廷決定・刑集１９巻６号６３０頁、最高裁昭和●●年（○○）第●●号

同４９年３月８日第二小法廷判決・民集２８巻２号１８６頁、最高裁昭和●●年（○○）第●

●号同５３年２月２４日第二小法廷判決・民集３２巻１号４３頁参照） 

 そして、ここにいう収入の原因となる権利が確定する時期は、それぞれの権利の特質を考慮

し決定されるべきものであるところ、給与等に係る債権については、法律上当該債権を行使す

ることができるようになる時期、すなわち、その履行期が到来すれば、特段の事情のない限り、

収入実現の可能性が高度であると認められるから、所得税法３６条１項にいう「収入すべき金

額」に当たるものとして、課税の対象となるべき所得を構成すると解するのが相当である。な

お、所得税基本通達３６－９（給与所得の収入金額の収入すべき時期）は、給与所得の収入金

額の収入すべき時期は、契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている

給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日

によるものとする旨定めているが（顕著な事実）、これも上記権利確定時期を踏まえて課税実

務上の取扱いを定めたものと解されるところであり、合理性を有するということができる。 

（３）本件各株式報酬に係る給与等の収入すべき日について 

 以下、まず、ストック・ユニットの内容についてみた上で、上記（２）で述べたところを踏

まえつつ、本件各株式報酬に係る給与等の収入すべき日について検討する。 

ア ストック・ユニットの内容について 

 前記前提事実及び上記認定事実のとおり、Ｑグループは、主要な従業員に対する精勤の動

機付けとすることなどを企図して、Ｆ株式を取得する権利等を「アワード」として付与する

本件各報酬プランを設けているところ、本件各報酬プランに準拠して定められた本件各報酬

証書は、アワードの一つであるストック・ユニットについて、要旨、次のとおり定めている。 

 すなわち、ストック・ユニットとは、転換日にＦ株式１株を被付与者に支払う支払保証の

ないＦ社の約束から成るものであり、被付与者の各ストック・ユニットは、Ｆ株式１株に相

当する（１条）。ストック・ユニットは、原則として、予定確定日に確定し、予定転換日に

Ｆ株式１株に転換されるところ（２条）、被付与者は、ストック・ユニットが株式に転換さ

れるまでは、ストック・ユニットの基礎となるＦ株式に関し、株主となるものではなく（１

条）、配当相当額の支払を受けることができるにすぎない（４条）。そして、被付与者の雇用

が死亡等以外の理由で終了した場合、未確定のストック・ユニットは取り消されることにな

り、また、被付与者が予定転換日前に競業に及んだ場合や、被付与者の雇用が業務違反等に

よって終了し又は被付与者が機密情報の漏えい等をした場合には、確定したストック・ユニ

ットであっても取り消されることになる（２００３ＥＩＣＰ及び２００４ＥＩＣＰの各１３

条、２００５ＥＩＣＰ、２００６ＥＥＡＰ及び２００６ＴＤＥＰＰの各８条）。さらに、被

付与者は、一定の場合を除き、ストック・ユニットを売却、担保、抵当、譲渡又はその他の

方法で移転することはできないものとされている（２００３ＥＩＣＰ及び２００４ＥＩＣＰ

の各１６条、２００５ＥＩＣＰ、２００６ＥＥＡＰ及び２００６ＴＤＥＰＰの各１１条）。 

 他方、被付与者に付与された各々のストック・ユニットは、別途規定されている場合を除

き、予定転換日にＦ株式１株に転換されるところ、ストック・ユニットの転換に基づいて引
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き渡された株式は、証券取引法又はＱグループの従業員取引ポリシーから生じる可能性のあ

る制限を除き、あらゆる譲渡制限を受けず、又は、所定の状況においても取り消されないも

のとされている（２条（ｂ））。そして、被付与者は、ストック・ユニットの転換後、被付与

者に発行されるＦ株式の受益所有権者となり、議決権及び現金、株式配当金又は株式に支払

われるその他の分配金を受け取る権利を含む、あらゆる所有者としての権利を与えられるこ

とになる（２００３ＥＩＣＰ及び２００４ＥＩＣＰの各１８条、２００５ＥＩＣＰ、２００

６ＥＥＡＰ及び２００６ＴＤＥＰＰの各１３条）。 

イ 本件各株式報酬に係る給与等支払の履行日について 

 以上に鑑みると、本件各報酬プラン等がアワードの一つとして定めるストック・ユニット

は、Ｆ社に対してＦ株式の支払を求めることのできる権利であるということができる。そし

て、転換日が到来した後は、ストック・ユニットが取り消されることがなくなるものである。 

 そこで、取り消されることのなくなったストック・ユニットに基づきＦ株式の支払を求め

ることができるようになる日についてみるに、前記認定事実のとおり、ＥＩＣＰは、１スト

ック・ユニットは１Ｆ株式に相当し、報酬契約書又は報酬証書が規定する確定及び支払の条

件を満たすと、委員会により、Ｆ株式又は支払時の１株当たりの公正価格に相当する現金が

支払われる旨定めている（８条）。そして、先に述べたとおり、本件各報酬証書は、ストッ

ク・ユニットとは、転換日にＦ株式１株を被付与者に支払う支払保証のないＦ社の約束から

成るものである旨定めており（１条）、転換日にＦ株式が支払われるものであることを明ら

かにしている。また、本件各報酬証書は、被付与者に付与されたストック・ユニットは、別

途規定されている場合を除き、予定転換日にＦ株式１株に転換され、ストック・ユニットの

転換に基づいて引き渡された株式は、証券取引法又はＱグループの従業員取引ポリシーから

生じる可能性のある制限を除き、あらゆる譲渡制限を受けず、又は、所定の状況において取

り消されないものとしているところである（２条（ｂ））。 

 このように、本件各報酬証書が、転換日にＦ株式が支払われるものであることを明らかに

している規定を置いていることなどに加え、ストック・ユニットは転換日においてＦ株式に

転換され、Ｆ株式は当該転換に基づいて引き渡される旨定めている一方、Ｆ株式の支払日に

ついて、転換日と異なる日とする旨の規定を設けていないこと（乙２～４、１２～１６）か

らすれば、本件各報酬証書は、転換日をもってＦ株式支払の履行日としていると解するのが

相当であり、ストック・ユニットの付与を受けた者は、同日以降、Ｆ株式の支払を求めるこ

とができるものといえる。 

 そして、前記前提事実のとおり、Ｆ社の報酬委員会は、平成１９年１２月１１日、それま

でに確定していない一定のストック・ユニットの予定確定日及び予定転換日を繰り上げるこ

ととし、所定のストック・ユニットについて、平成２０年９月８日（本件転換日）に、スト

ック・ユニット数に応じたＦ株式の引渡しにより支払われることを決議したものである。 

ウ 以上検討したところによれば、本件各ストック・ユニットは、Ｆ社に対して本件各Ｆ株式

の支払を求めることのできる権利であるところ、同権利は本件転換日が到来した以降は取り

消されることがなくなるとともに、同権利に基づく本件各Ｆ株式の支払日は本件転換日とさ

れ、原告らは同日以降その履行を求め得ることとなったのであるから、本件各株式報酬につ

いては、本件転換日に収入の原因となる権利が確定したというべきである。 

 したがって、本件各株式報酬に係る給与等の収入すべき日は、本件転換日（平成２０年９
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月８日）である。 

（４）原告らの主張について 

ア 権利確定主義について 

 原告らは、株式などの金銭以外のものについて、現実に売却して金銭化できるなど現実に

その価値に相当する利益を取得する手段が全くなければ、仮に市場価格が形成されていたと

しても、「外部からの経済的価値の流入」はなく、「収入」たる担税力を増加させる経済的利

益を取得したということはできず、また、所得の処分可能性は所得の本質的要素であり、処

分可能性のない所得を獲得してもその所得が実現したとは認められないため、本件各株式報

酬については、現実にその価値に相当する利益を取得する手段が存在する状態の本件各Ｆ株

式が「収入」たる「物又は権利その他経済的な利益」に該当し、当該状態の本件各Ｆ株式を

受領することができる権利が「収入の原因となる権利」に該当するのであり、換言すれば、

本件における「現実の収入」とは、所得の実現の本質的要素である処分可能性を有する状態

の本件各Ｆ株式の受領をいい、「収入の原因となる権利」とは、処分可能性を有する状態の

本件各Ｆ株式を受領する権利をいうと解すべきである旨主張する。 

 しかしながら、所得税法３６条１項が、金銭とは別に、金銭以外の物又は権利その他経済

的な利益それ自体をもって収入の対象としていることは明らかであるから、かかる経済的価

値がその価額を確定し得る状況の下で個人に流入したといえるだけの具体的事情がある場

合には、当該個人に現実の収入があるものというべきであり、その時点において、何らかの

制約により当該経済的価値を直ちに金銭に換価し得なかったとしても、そのことのみにより

収入のあることが否定されることにはならないと解するのが相当である。上記の制約には、

その生じる根拠、目的、内容、収入実現に係る他の事情との関係等において様々なものがあ

り得るところであり、それらのいかんによって、収入実現過程における当該制約の意味合い

やそれが収入の対象たる利益の内容に与える影響等も異なり得るのであるから、収入の有無

を判断するに当たっては、それらの諸事情を考慮した上で、当該制約により上記経済的価値

の流入を否定すべき特段の事情があるといえるかどうかが検討されるべきである。そして、

先にもみたとおり、権利確定主義とは、現実の収入がなくても、その収入の原因となる権利

が確定した場合には、その時点で所得の実現があったものとして、同権利確定の時期の属す

る年分の課税所得を計算するという建前であるから、上記経済的価値を得るための権利行使

が可能になった段階で、収入の原因となる権利が確定するものと解するのが相当である。な

お、原告らは、上記主張を裏付けるものとして、ストック・オプションの支給に係る裁判例

や株式による給与支給に係る裁判例を引用するが、それぞれの事案に照らすと、ストック・

オプションに関しては、そもそも、これを取引の対象とする市場が存在せず、市場価格がな

いことを前提とするものであるということができるから、市場価格を有するＦ株式を収入の

対象とする本件とは事案を異にするものであるし、株式に関しては、当該株式の譲渡制限解

除がされたことのみを根拠として収入の発生時期を判断しているといえるものではないか

ら、上記主張を根拠付けるに足りるものとは解されない。 

イ 本件転換日において原告らが取得する権利及びＦ株式の移管時期について 

 原告らは、米国法上、本件各証券口座に本件各Ｆ株式が移管される前においては、いかな

る意味においても、本件各Ｆ株式上の権利を取得することができなかったのであり、また、

人事部作成の確認書（乙７）において、Ｆ株式の証券口座への移管は、通常の場合、転換日
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後５営業日以内に完了する見込みであるとされているように、転換日は、Ｆ株式をストッ

ク・ユニットの被付与者の証券口座に移管するための手続を履践する債務の履行期限ではな

く、被付与者は、Ｆ社に対し、本件転換日に直ちに自己の証券口座へＦ株式を移管するよう

請求することができるわけではないから、原告らが本件転換日に本件各Ｆ株式上の権利を取

得することは不可能であったのであり、当然ながら本件各Ｆ株式を換価できる可能性は全く

なかったというほかなく、したがって、本件転換日においては、原告らは、本件各Ｆ株式を

受領する権利を取得したものの、その時点における本件各Ｆ株式については所得の実現の本

質的要素である処分可能性が具備されておらず、当該権利を行使することが全く不可能であ

った以上、当該権利が確定したということはできない旨主張する。 

 しかしながら、先に述べたとおり、給与等に係る債権については、法律上当該債権を行使

することができるようになる時期をもって収入の原因となる権利の確定があったものとみ

るべきところ、原告らの上記主張や引用する証拠によるも、本件転換日以降一定期間経過後

にはじめて原告らがＦ株式の移管を請求し得るとする合意があったとか、Ｆ社は本件転換日

後の任意の時期にＦ株式の移管をし得るとする合意があったなどとは認められず、本件転換

日到来により、原告らはＦ社に対して株式の移管を請求でき、Ｆ社は速やかにこれに応じる

義務を有していたものと解されるから、本件転換日が権利の確定日であるとする前記判断は

左右されないものというべきである。原告らは、人事部作成の上記確認書の記載からすれば、

本件転換日において直ちにＦ株式の本件各証券口座への移管を請求し得たわけではない旨

を主張するが、上記確認書の記載から直ちにかかる主張を導き得るとは解されないし、更に

いえば、Ｆ社の人事部の担当者が、アワードの被付与者に対し、報酬委員会の決議によって

予定転換日が本件転換日に繰り上げられた旨を通知した際に、ストック・ユニットについて、

Ｆ株式の引渡日は本件転換日である旨通知しており（乙６）、実際にも、原告Ｅが取得した

Ｆ株式が本件転換日に移管されていること（争いがない）に照らすと、転換日とは別の日を

移管日とする旨の合意があったとみることはできないものというべきである。 

 したがって、この点に関する原告らの主張を採用することはできない。 

ウ 本件譲渡制限及び担税力について 

（ア）原告らは、本件各報酬プラン等とＱ取引方針とは、相互に参照されており、密接に関連

した制度として構築されているところ、このＱ取引方針の下では、本件制限解除日に至る

までは、本件各Ｆ株式を譲渡することができず、その換価可能性が奪われていた状況にあ

ったのであり、Ｑ取引方針に違反した場合には、利益が没収されるなど、ストック・ユニ

ットが取り消されたのと同様の状態になったのであるから、本件各Ｆ株式が市場で一般に

取引されているＦ株式と経済的に同等なものであるとはいえなかったのであり、原告らの

担税力が増加するなどということはおよそあり得ない以上、原告らがその担税力を増加さ

せる経済的利益の原因となる権利として本件各Ｆ株式を確定的に取得したということは

できず、現実にその価値に相当する利益を取得する手段が存在する状態の本件各Ｆ株式を

受領することができる権利が確定的に発生したということもできない旨主張する。 

（イ）しかしながら、これについては、前記アで述べたとおり、本件譲渡制限の生じる根拠、

目的、内容、収入実現に係る他の事情との関係等をはじめとする諸事情を考慮した上で、

本件譲渡制限により本件各Ｆ株式の支払による経済的価値の流入を否定すべき特段の事

情があるといえるか否かについて検討すべきである。以下、この点について検討する。 
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 前記認定事実のとおり、本件各報酬プランに準拠して定められた本件各報酬証書は、ス

トック・ユニットの転換に基づいて引き渡される株式について、２００３ＥＩＣＰの２条

（ｃ）に基づく制限（加速的転換がされた場合の制限。前記１（４）ウ（ウ）参照。）を

除き、何ら制限を設けていない。すなわち、本件各報酬証書は、被付与者は、ストック・

ユニットの転換後は、被付与者に発行されるＦ株式の受益所有権者となり、議決権及び現

金、株式配当金又は株式に支払われるその他の分配金を受け取る権利を含む、あらゆる所

有者としての権利を与えられる旨定めているのであって（２００３ＥＩＣＰ及び２００４

ＥＩＣＰの各１８条、２００５ＥＩＣＰ、２００６ＥＥＡＰ及び２００６ＴＤＥＰＰの各

１３条）、上記制限を除き、当該Ｆ株式の売却処分権等を制限するような規定を設けてい

ない（乙２～４、１２～１６）。 

 ところで、本件各報酬証書には、ストック・ユニットの転換に基づいて引き渡された株

式について、証券取引法又はＱグループの従業員取引ポリシーから生じる可能性のある制

限を除き、あらゆる譲渡制限を受けない旨定められており（２条（ｂ））、Ｑグループの従

業員取引ポリシーに基づく制限が生じる可能性があることが定められている。しかしなが

ら、上記「Ｑグループの従業員取引ポリシー」に当たると認められるＱ取引方針は、前記

認定事実（５）及び（６）においてみたとおり、法律上、ビジネス上及び倫理上の利益相

反の回避、秘密情報の不正使用の防止、並びに、従業員の個人取引に関連した不正の発生

の回避を目的として、ストック・ユニットの付与対象者であるか否かに関係なく、Ｑグル

ープにおける全てのＱ従業員等が行う有価証券又はその他の金融商品の個人的取引に関

する社内規則として定められているものであり、本件譲渡制限も、飽くまで、当該制限が

されている時点でＱ従業員等であるという原告らの属人的事情ないし地位に基づくいわ

ば「人」に対する制限であって、法令に基づく所定の者に対するインサイダー取引規制等

と同様の趣旨に出たものというべきである。ストック・ユニットに基づきＦ株式を受け取

るためには転換時に従業員である必要はなく、当該株式の権利移転の最終局面である転換

の段階で本件譲渡制限が当然に伴うわけではないし、ウインドウ・ピリオドは、転換の時

期とは関係なく定められているものであり、ウインドウ・ピリオドが過ぎれば再びＦ株式

の取引ができなくなるのでもあるから、本件譲渡制限をもって、ストック・ユニットに基

づくＦ株式の支払履行過程の一環を成す要素として設けられたものと解することはでき

ない。そして、転換日以降、上記の属人的かつ時期的な要件に該当する事情があるために、

本件譲渡制限により、Ｆ株式を得た者がこれを自ら直ちに処分することが困難な場合であ

っても、例えば、その者に相続が生じたり、差押えがされたりした場合には、Ｆ株式はそ

の者の所有に係る市場価値を持つ財産として相続や差押えの対象となるし、それによって

Ｆ株式を得た者がこれを処分することは妨げられないのであるから、つまるところ、本件

譲渡制限は、属人的事情に着目して、Ｆ株式の処分に時期的な制限を加えるものにすぎず、

Ｆ株式の権利内容自体を変更するものではないのであって、ストック・ユニットを受けた

者が、上記のような市場価値を有するＦ株式を転換によって得るものであることは、本件

譲渡制限による制限がされていることにより否定されないというべきである。 

 なお、仮に、Ｑ取引方針に基づく本件譲渡制限をストック・ユニットの転換に基づいて

引き渡されるＦ株式に付着する制限として本件各報酬プラン等に取り込むのであれば、本

件譲渡制限とＦ株式の売却処分権との関係について具体的な規定が設けられてしかるべ
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きところ、本件各報酬プラン等にかかる規定は設けられておらず、かえって、一般法であ

る証券取引法と従業員取引ポリシーを並列的に列挙し、制限が生じる可能性があることを

抽象的に規定しているにすぎない。そうすると、上記２条（ｂ）の定めは、ストック・ユ

ニットの転換に基づいてＦ株式を取得する従業員に対し、既に存在する証券取引法又はＱ

グループの従業員取引ポリシーにより一定の制限が生じる可能性があることを確認的に

注意喚起するものにすぎないというべきである。 

 以上検討したところに照らすと、本件譲渡制限により、当該制限の内容や収入実現に係

る他の事情に照らして本件各Ｆ株式の支払による経済的価値の流入を否定すべき特段の

事情があるとはいえないから、本件転換日が権利確定日というべきである。 

（ウ）なお、原告らは担税力の点について述べるので付言すると、所得税法は、いずれの所得

についても、その金額を収入金額又は総収入金額として規定し（２３条～３５条）、所得

を「収入」、すなわち、経済的価値の外部からの流入と捉えている。この経済的価値の外

部からの流入は、必ずしも金銭に限られず、金銭以外の物又は権利その他の経済的利益に

よる場合もあることは、所得税法３６条１、２項の定めからも明らかであり、債務免除益

のような金銭の流入を予定していない経済的利益も含まれるところであって、同法は、か

かる金銭以外の物又は権利その他の経済的利益が流入した場合にも、それにより担税力が

増加したものとして課税する趣旨と解されるところである。そして、先に述べたとおり、

本件各株式報酬については、本件転換日に収入の原因となる権利が確定したというべきで

あるから、これに着目して課税したからといって、直ちに担税力を無視することになるわ

けではない。 

 また、先に述べたとおり、所得税法がいわゆる権利確定主義を採用したのは、課税に当

たって常に現実収入の時まで課税することができないとしたのでは、納税者の恣意を許し、

課税の公平を期し難いので、徴税政策上の技術的見地から、収入の原因となる権利の確定

した時期を捉えて課税することとしたものであり、現実の収入がなくても、その収入の原

因となる権利が確定した場合には、その時点で所得の実現があったものとして、同権利確

定の時期の属する年分の課税所得を計算することとしているものである。そのため、所得

の実現があったものとみることができる限り、これに対する課税をなし得るのであって、

当該所得に係る所得税についての納税資金の取得ないし取得可能性が課税の要件とされ

るものではない。なお、Ｊ証券取引所に上場されているＦ株式は、これを売却するまでの

間に、株価が下がる可能性も、上がる可能性もあるところ、所得の実現があったものとさ

れる本件転換日後の特定の時点でＦ株式が処分可能となったとしても、同時点での処分が

義務付けられるわけではなく、その後の株価の動向を見ながらＦ株式を処分することは可

能なのであるから、同時点においてたまたま株価が下がっていたからといって、それによ

りストック・ユニットによってＦ株式を得た者に対して当然に納税資金調達上の不利益を

与えることになるともいい難い。 

（エ）したがって、この点に関する原告らの主張を採用することはできない。 

（５）以上より、本件各株式報酬に係る給与等の収入すべき日は、本件転換日（平成２０年９月８

日）である。 

３ 争点（２）（本件各株式報酬に係る給与等の収入すべき金額の算定方法）について 

（１）争点（２）ア（本件各Ｆ株式の時価の算定は、Ｊ証券取引所の終値によるべきか、日平均株
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価によるべきか）について 

ア 本件各株式報酬に係る給与等の収入すべき金額の算定方法について、被告は、本件各Ｆ株

式の時価の算定はＪ証券取引所の終値によるべきである旨主張し、原告らは、本件各Ｆ株式

の時価の算定は日平均株価によるべきである旨主張する。 

イ この点、所得税法３６条２項は、１項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額

は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする旨定めて

いるところ、同条２項は、金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額について、時価

によることを定めたものであると解される。この時価とは、財産の客観的な交換価値をいう

ものと解され、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われ

る場合に通常成立すると認められる価額をいうものと解される。 

 そして、時価は、事後的な判断基準として用いられるため、課税の公平を確保する観点か

らは、一定の客観的な基準によって認定された価額であることが要請されるところ、証券取

引所に上場されている株式の公表されている価額は、市場を通じた不特定多数の当事者間の

自由な取引によって成立した客観的なものであり、当該取引日の終値は一般に時価として広

く認識され利用されていることから、これを時価とみるのが合理的である。 

 したがって、株式が証券取引所に上場されている場合には、その株式の価額（時価）は、

特段の事情がない限り、同取引所の終値によるのが相当である。 

ウ 原告らの主張について 

（ア）原告らは、終値のみならず、高値も安値も、一般投資家が経済情勢や企業の財務状況な

どの種々の情報を踏まえた市場における売買の結果の価格であることには相違ないので

あるから、取引時間の最終時点における価格である終値だけを時価とすることには根拠が

ない旨主張する。 

 しかしながら、時価は、事後的な判断基準として用いられるため、課税の公平を確保す

る観点からは、一定の客観的な基準によって認定された価額であることが要請されるので

あり、終値によって時価を算定することが合理性を有することは、先に述べたとおりであ

る。そして、Ｆ株式の時価を日平均株価によって算定することに一定の合理性があるとし

ても、これをもって、終値によって算定することの合理性が否定されるものではないとい

うべきであり、他に本件各Ｆ株式の価額（時価）をＪ証券取引所の終値によって算定すべ

きでないとする特段の事情を見出すことはできない。 

 したがって、この点に関する原告らの主張を採用することはできない。 

（イ）原告らは、所得税法上の「所得」が担税力を増加させる経済的利得であることや、課税

の公平性の観点に照らせば、可能な限り異常値が排除されなければならないというべきで

あるところ、証券取引所において取引される有価証券の一時点のみにおける価格は偶然に

大きく左右されざるを得ないのであり、特定銘柄の株価が想定外の下落をしたり乱高下し

たりしたときには、特定の値を抽出するよりも複数の値の平均値の方が、その異常性や偶

然性をある程度捨象でき、担税力を増加させる経済的利得の価値を公正に把握することが

できる以上、日平均株価を用いることに強い合理性が認められるというべきであり、特に、

本件転換日以降は、Ｊ証券取引所におけるＦ株式の売買高が短期間で急上昇し、Ｆ株式の

株価が急降下するなどの特異な状況が発生していたことに鑑みれば、日平均株価をもって

客観的交換価値とするのが最も合理的である旨主張する。 
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 しかしながら、証券取引所に上場されている株式の公表されている価額が、市場を通じ

た不特定多数の当事者間の自由な取引によって成立した客観的なものであり、当該取引日

の終値が一般に時価として広く認識され利用されていることは先に述べたとおりである。

また、本件転換日において、Ｊ証券取引所におけるＦ株式の売買高が急上昇し、Ｆ株式の

株価が急降下するなどの特異な状況が発生していたとは認められない（乙３０）。 

 したがって、この点に関する原告らの主張を採用することはできない。 

エ 以上より、原告らが本件各ストック・ユニットの転換に基づいて取得した本件各Ｆ株式の

１株当たりの価額については、本件転換日のＪ証券取引所におけるＦ株式の株価の終値であ

る●米国ドルとするのが相当であり、これに基づいて本件各株式報酬に係る給与等の収入す

べき金額を算定すべきである。 

（２）争点（２）イ（採用すべき為替レート）について 

ア 本件各株式報酬に係る給与等の収入すべき金額を算定するに当たって採用すべき為替レ

ートについて、被告はＴＴＭレートによるべきである旨主張し、原告乙らはＴＴＢレートに

よるべきである旨主張する。 

イ この点、所得税法３６条２項は、金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当

該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする旨定めているの

であって、当該利益を処分して換価するに当たって必要な諸費用を差し引いた額をもって当

該価額としているわけではない。このことは、外国通貨によって表示される経済的利益につ

いても同様と解されるから、円貨に換金するための手数料等相当額を差し引いた額であるＴ

ＴＢレートをもって当該利益の価額と解することはできない。実際にも、外国通貨によって

表示される経済的利益は円貨に換金されなくとも取引の対象となり得るし、納税資金捻出の

ために当該利益を円貨に換金することが必ず必要になるというわけでもないから、換金のた

めの諸費用を差し引いた額が担税力に見合うことになるというものでもないのであって、本

件各株式報酬に係る給与等の収入すべき金額を算定するに当たって採用すべき為替レート

はＴＴＭレートによるべきである。 

ウ 原告乙らの主張について 

 原告乙らは、本件各株式報酬の円換算に当たってＴＴＢレートを用いたのは、平成２０年

分の所得税の確定申告時において、本件各Ｆ株式が米ドル建ての資産であることから、その

円換算に当たっては、外国為替公認銀行が顧客から外国為替を買い入れる場合の為替相場で

あるＴＴＢレートを用いることが合理的であると考えたからであり、また、所得税法５７条

の３第１項は、外貨建取引の邦貨換算について、「当該外貨建取引の金額の円換算額（外国

通貨で表示された金額を本邦通貨表示の金額に換算した金額）」と規定するのみで、何らＴ

ＴＭレートを用いることは記載されておらず、そのように解釈しなければならない理由も見

当たらない以上、ＴＴＭレートを用いるか否かは納税者の選択に委ねられていると解すべき

である旨主張する。 

 しかしながら、所得税法５７条の３第１項については、既にみた同法３６条２項の解釈と

整合的に解釈されるべきであるし、同法５７条の３第１項は「当該外貨建取引の金額の円換

算額（外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示の金額に換算した金額）」と規定しており、

「外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示の金額に換算した金額」という文言は、基本的

に外国通貨を円貨に換金するための手数料等を含まないＴＴＭレートを想定しているもの
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と理解するのが自然であるから（所得税基本通達５７の３－２参照）、この点に関する原告

乙らの主張を採用することはできない。 

（３）以上より、原告らが本件各ストック・ユニットの転換に基づいて取得した本件各Ｆ株式の１

株当たりの価額については、本件転換日のＪ証券取引所におけるＦ株式の株価の終値である●

米国ドルに同日のＴＴＭレートである１米国ドル当たり１０８．５０円を乗じた金額とするの

が相当であり、これに基づいて本件各株式報酬に係る給与等の収入すべき金額を算定すべきで

ある。 

４ 争点（３）（過少申告加算税に係る正当な理由の有無）について 

（１）過少申告加算税は、過少申告による納税義務違反の事実があれば、原則としてその違反者に

対し課されるものであり、これによって、当初から適法に申告し納税した納税者との間の客観

的不公平の実質的な是正を図るとともに、過少申告による納税義務違反の発生を防止し、適正

な申告納税の実現を図り、もって納税の実を挙げようとする行政上の措置である。この趣旨に

照らせば、通則法６５条４項にいう「正当な理由があると認められる」場合とは、真に納税者

の責めに帰することのできない客観的な事情があり、上記のような過少申告加算税の趣旨に照

らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうもの

と解するのが相当である（最高裁平成●●年（○○）第●●号同１８年４月２０日第一小法廷

判決・民集６０巻４号１６１１頁、最高裁平成●●年（○○）第●●号、第●●号同１８年４

月２５日第三小法廷判決・民集６０巻４号１７２８頁、最高裁平成●●年（○○）第●●号同

１８年１０月２４日第三小法廷判決・民集６０巻８号３１２８頁参照）。 

（２）原告らは、①本件各株式報酬に係る給与等の収入金額とすべき金額について、いつの時点の

Ｆ株式の時価を基準として算定した上で申告すべきか、専門的な知識がなければ判然としない

ものであったこと、②原告らが平成２０年分の所得税について確定申告を行った当時、ストッ

ク・アワードに係る課税上の取扱いに関して、法令上特別の定めはおかれておらず、上記取扱

いについて定めた通達等もなかったこと、③Ｆ社が、平成２１年２月１３日付け「2008 Japan

 Individual Tax Return Filing」と題する文書（甲７）において、税務及び法律の専門家と

協議した上、原告らを含む同社の従業員に対し、所得申告について本件制限解除日のＦ株式の

時価を用いる旨表明していたことなどの事情に鑑みれば、本件各株式報酬に係る給与等の収入

金額とすべき金額を本件制限解除日での当該株式時価として申告したことは当然といわざる

を得ず、本件は、過少申告が真にやむを得ない理由によるものであり、納税者に過少申告加算

税を賦課することが不当若しくは酷になる場合であって、国税通則法６５条４項に規定する

「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。 

 しかしながら、上記（１）で述べたところに照らすと、税法上の要件を個別の事実関係に適

用するに当たり、同種の先例がなく、解釈上又は事実認定上採用すべき見解が確定している状

況にないために、納税者が相応の根拠を有すると考える見解の下に申告をしたが結果的に課税

処分において当該見解が採用されなかったとしても、それだけでは上記「正当な理由」がある

ということはできない。そして、本件において、原告らが申告において前提とした見解（Ｆ社

の見解を含む。）が、課税実務上支配的な見解から当然に導き出されるものであったとか、処

分行政庁側において原告らが採用したものと同様の見解を採用する旨の説明等がされていた

といった事情があるともうかがわれない。なお、原告らが引用するＦ社の文書（甲７）には、

「しかしながら、会社は納税に関するアドバイスをする立場にありません。申告にあたっては、
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個々の責任において、時前に税理士と相談の上、確定申告を行うことを強く奨励します。国税

当局から株式転換日の価格とすべきとの見解が出た場合には、税額の増差分及び加算税、延滞

税の負担が生じますが、そのリスクは各社員でお取りいただくことになります。」と記載され

ているところである。 

 そうすると、本件の過少申告につき、国税通則法６５条４項にいう「正当な理由」があった

ということはできない。 

５ 本件各更正処分等の適法性 

 以上に述べたところに加えて、弁論の全趣旨によれば、本件各更正処分等の根拠及び適法性は、

別紙２－１から２－１０までに記載するとおりであると認められるから、本件各更正処分等はい

ずれも適法というべきである。 

第４ 結論 

 以上によれば、原告らの請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし、主文のと

おり判決する。 

 

東京地方裁判所民事第５１部 

裁判長裁判官 小林 宏司 

   裁判官 徳井 真 

   裁判官 堀内 元城 
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（別紙１） 

当事者等目録 

 

原告              甲 

原告              乙 

原告              丙 

原告              丁 

原告              戊 

原告              Ａ 

原告              Ｂ 

原告              Ｃ 

原告              Ｄ 

原告              Ｅ 

上記１０名訴訟代理人弁護士   黒澤 基弘 

同               升村 紀章 

同               朝妻 健 

同               伊﨑 健太郎 

同               笠置 泰平 

同訴訟復代理人弁護士      小林 正樹 

同               畑田 正彦 

同補佐人税理士         湊 義和 

被告              国 

同代表者法務大臣        上川 陽子 

処分行政庁           渋谷税務署長 

                金森 勝 

同               目黒税務署長 

                諏方 正良 

同               杉並税務署長 

                渡邉 希 

同               芝税務署長 

                長谷川 芳史 

同               麻布税務署長 

                小亦 斉 

同               玉川税務署長事務承継者 

                渋谷税務署長 

                金森 勝 

同               佐久税務署長事務承継者 

                渋谷税務署長 

                金森 勝 

指定代理人           右田 直也 
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同               増永 寛仁 

同               長倉 哲也 

同               赤坂 尚哉 

同               安藤 和信 

同               原 武彦 

同               福場 賢 

同               森重 良二 

同               森 光明 

同               植村 冬樹 

同               西田 昭夫 

同               金光 昭二 

同               桐生 研一 

同               小高 一夫 

同               扇藤 一夫 

同               岩間 真希 

以上 
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（別紙２－１） 

原告甲に係る更正処分等の根拠及び適法性 

 

１ 原告甲に係る更正処分の根拠 

 被告が本訴において主張する原告甲（以下「原告甲」という。）の平成２０年分の所得税の納

付すべき税額等は、次のとおりである（別表２－１「被告主張額」欄参照）。 

（１）総所得金額 ２億２５４７万１３５３円 

 上記金額は、次のア及びイの各金額の合計額である（所得税法２２条２項）。 

ア 給与所得の金額 ２億２５２２万１２６７円 

 上記金額は、次の（ア）及び（イ）の各金額の合計額から所得税法２８条３項に規定する

給与所得控除額を同条２項の規定に基づいて控除した後の金額である。 

（ア）株式報酬に係る収入金額 １億３５４５万４２２３円 

 上記金額は、株式報酬に係る給与等の収入金額であり、詳細は別表１－１のとおりであ

る。 

（イ）その他の給与等に係る収入金額 １億０３４１万０２６９円 

 上記金額は、原告甲が、平成２１年３月１３日に渋谷税務署長に提出した平成２０年分

の所得税の確定申告書（以下「原告甲確定申告書」という。）に記載した給与等に係る①

Ｇ社の収入金額１億０３０７万６７６９円、②Ｌ大学の収入金額２９万３９００円、③Ｍ

の収入金額１万９６００円及び④学校法人Ｎの収入金額２万円の各収入金額の合計金額

と同額である。 

イ 雑所得の金額 ２５万００８６円 

 上記金額は、原告甲が原告甲確定申告書に記載した雑所得の金額と同額である。 

（２）土地等に係る短期譲渡所得の金額 ０円 

 上記金額は、原告甲が原告甲確定申告書に添付した譲渡所得の内訳書に記載した分離短期譲

渡所得の金額と同額である。 

（３）株式等に係る譲渡所得等の金額 ０円 

 次のアの金額からイ及びウの各金額を控除した後の金額は、△７２８３万３３９０円（金額

の前の△は、損失の金額を表す。以下同じ。）であるところ、この損失の金額は、租税特別措

置法３７条の１０第１項後段の規定により生じなかったものとみなされることから、株式等に

係る譲渡所得等の金額は零円となる。 

ア 株式等の譲渡による収入金額 ６１３６万７１１８円 

 上記金額は、原告甲が原告甲確定申告書に添付した「株式等に係る譲渡所得等の金額の計

算明細書【平成２０年分】」（以下「原告甲株式譲渡明細書」という。乙１８）１面の上場分

欄の「譲渡による収入金額」（①欄）に記載した金額と同額である。 

イ 取得費の額 １億３３８３万６０００円 

 原告甲が平成２０年９月２５日ないし同年１２月２５日までの間に譲渡したＦ株式２万

８５００株は、原告甲が、①同年初において保有していたＦ株式１０株及び②本件各Ｆ株式

２万８８５２株の合計２万８８６２株の一部と認められることから、その取得費の額は、①

に係る取得費の額７万０９７０円及び②に係る取得費の額１億３５４５万４２２３円（上記

（１）ア（ア）参照）の合計額１億３５５２万５１９３円を、上記合計株数２万８８６２株
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で除して得られる１株当たりの価額４６９６円（所得税法施行令１１８条１項に規定する総

平均法に準ずる方法）に、当該譲渡株式数２万８５００株を乗じて算出した１億３３８３万

６０００円となる。 

ウ 譲渡費用の額 ３６万４５０８円 

 上記金額は、原告甲が原告甲株式譲渡明細書１面の上場分欄の「譲渡のための委託手数料」

（⑤欄）に記載した金額と同額である。 

（４）所得控除の額の合計額 ２１９万１９３０円 

 上記金額は、原告甲が原告甲確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 

（５）課税される所得金額 

ア 課税総所得金額 ２億２３２７万９０００円 

 上記金額は、上記（１）の総所得金額２億２５４７万１３５３円から上記（４）の所得控

除の額の合計額２１９万１９３０円を控除した後の金額（ただし、国税通則法１１８条１項

の規定により１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの。）である。 

イ 土地等に係る課税分離短期譲渡所得の金額 ０円 

 上記金額は、上記（２）の土地等に係る短期譲渡所得の金額が零円であることから零円と

なる。 

ウ 株式等に係る課税譲渡所得等の金額 ０円 

 上記金額は、上記（３）の株式等に係る譲渡所得等の金額が零円であることから零円とな

る。 

（６）申告納税額 ５１５０万９０００円 

 上記金額は、次のアの算出税額から、イの源泉徴収税額を控除した後の金額（ただし、国税

通則法１１９条１項の規定により１００円未満の端数を切り捨てた後のもの。）である。 

ア 算出税額 ８６５１万５６００円 

 上記金額は、次の（ア）の課税総所得金額に対する税額、（イ）の土地等に係る課税分離

短期譲渡所得の金額に対する税額及び（ウ）の株式等に係る課税譲渡所得等の金額に対する

税額の合計額である。 

（ア）課税総所得金額に対する税額 ８６５１万５６００円 

 上記金額は、上記（５）アの課税総所得金額２億２３２７万９０００円に所得税法８９

条１項（平成２５年法律第５号による改正前のもの。以下同じ。）に規定する税率を乗じ

て算出した金額である。 

（イ）土地等に係る課税分離短期譲渡所得の金額に対する税額 ０円 

 上記金額は、上記（５）イの土地等に係る課税分離短期譲渡所得の金額が零円であるこ

とから零円となる。 

（ウ）株式等に係る課税譲渡所得等の金額に対する税額 ０円 

 上記金額は、上記（５）ウの株式等に係る課税譲渡所得等の金額が零円であることから

零円となる。 

イ 源泉徴収税額 ３５００万６５５８円 

 上記金額は、原告甲が原告甲確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 

（７）納付すべき税額 ４６４４万０８００円 

 上記金額は、上記（６）の申告納税額５１５０万９０００円から、原告甲が原告甲確定申告
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書に記載した予定納税額５０６万８２００円を控除した後の金額である。 

２ 原告甲に係る更正処分の適法性 

 被告が本訴において主張する原告甲の平成２０年分の所得税の納付すべき税額は、上記１の

（７）で述べたとおり４６４４万０８００円であるところ、当該金額は、原告甲に係る更正処分

の納付すべき税額と同額であるから、同更正処分は適法である。 

３ 原告甲に係る過少申告加算税賦課決定処分の根拠及び適法性 

 上記２のとおり、原告甲に係る更正処分は適法であるところ、原告甲が同更正処分により新た

に納付すべきこととなった税額３００８万１８００円については、その計算の基礎となった事実

のうちに同更正処分前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて国税通則法６５条

４項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。 

 したがって、原告甲に係る更正処分に伴って賦課される過少申告加算税の額は、国税通則法６

５条１項の規定に基づき、原告甲が同更正処分によって新たに納付すべきこととなった税額３０

０８万円（同法１１８条３項の規定により１万円未満の端数を切り捨てた後のもの。）に、１０

０分の１０の割合を乗じて算出した金額３００万８０００円となり、当該金額は、原告甲に係る

過少申告加算税賦課決定処分における過少申告加算税の額と同額となるから、同賦課決定処分は

適法である。 

以上 
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（別紙２－２） 

原告乙に係る平成２５年１月２５日付け更正処分等の根拠及び適法性 

 

１ 原告乙に係る平成２５年１月２５日付け更正処分の根拠 

 被告が本訴において主張する原告乙（以下「原告乙」という。）の平成２０年分の所得税の納

付すべき税額等は、次のとおりである（別表２－２「被告主張額」参照）。 

（１）総所得金額 １億４９７７万８３３９円 

 上記金額は、次のアないしウの各金額の合計額である（所得税法２２条２項）。 

ア 不動産所得の金額 △２５８万６３９３円 

 上記金額は、原告乙が、修正申告書に記載した不動産所得の金額と同額である。 

イ 給与所得の金額 １億５１８９万７７９４円 

 上記金額は、次の（ア）及び（イ）の各金額の合計額から所得税法２８条３項に規定する

給与所得控除額を同条２項の規定に基づいて控除した後の金額である。 

（ア）株式報酬に係る収入金額 ７８３０万４４８５円 

 上記金額は、株式報酬に係る給与等の収入金額であり、詳細は別表１－２のとおりであ

る。 

（イ）その他の給与等に係る収入金額 ８３３７万７４０４円 

 上記金額は、原告乙が、平成２１年３月１３日に目黒税務署長に提出した平成２０年分

の所得税の確定申告書に記載したＧ社の給与等の収入金額と同額である。 

ウ 雑所得の金額 ４６万６９３８円 

 上記金額は、原告乙が修正申告書に記載した雑所得の金額と同額である。 

（２）株式等に係る譲渡所得等の金額 ０円 

 上記金額は、原告乙が修正申告書に記載した株式等に係る譲渡所得等の金額と同額である。 

（３）所得控除の額の合計額 ２５３万１２０９円 

 上記金額は、原告乙が修正申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 

（４）課税される所得金額 

ア 課税総所得金額 １億４７２４万７０００円 

 上記金額は、上記（１）の総所得金額１億４９７７万８３３９円から上記（３）の所得控

除の額の合計額２５３万１２０９円を控除した後の金額（ただし、国税通則法１１８条１項

の規定により１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの。）である。 

イ 株式等に係る課税譲渡所得等の金額 ０円 

 上記金額は、上記（２）の株式等に係る譲渡所得等の金額が零円であることから零円とな

る。 

（５）申告納税額 ２８８９万６１００円 

 上記金額は、次のアの算出税額から、イの源泉徴収税額を控除した後の金額（ただし、国税

通則法１１９条１項の規定により１００円未満の端数を切り捨てた後のもの。）である。 

ア 算出税額 ５６１０万２８００円 

 上記金額は、次の（ア）の課税総所得金額に対する税額及び（イ）の株式等に係る課税譲

渡所得等の金額に対する税額の合計額である。 

（ア）課税総所得金額に対する税額 ５６１０万２８００円 
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 上記金額は、上記（４）アの課税総所得金額１億４７２４万７０００円に所得税法８９

条１項に規定する税率を乗じて算出した金額である。 

（イ）株式等に係る課税譲渡所得等の金額に対する税額 ０円 

 上記金額は、上記（４）イの株式等に係る課税譲渡所得等の金額が零円であることから

零円となる。 

イ 源泉徴収税額 ２７２０万６６２０円 

 上記金額は、原告乙が修正申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 

（６）納付すべき税額 ２４８８万４９００円 

 上記金額は、上記（５）の申告納税額２８８９万６１００円から原告乙が修正申告書に記載

した予定納税額４０１万１２００円を控除した後の金額である。 

２ 原告乙に係る平成２５年１月２５日付け更正処分の適法性 

 被告が本訴において主張する原告乙の平成２０年分の所得税の納付すべき税額は、上記１の

（６）で述べたとおり２４８８万４９００円であるところ、当該金額は、原告乙に係る平成２５

年１月２５日付け更正処分の納付すべき税額と同額であるから、同更正処分は適法である。 

３ 原告乙に係る過少申告加算税賦課決定処分の根拠及び適法性 

 上記２のとおり、原告乙に係る平成２５年１月２５日付け更正処分は適法であるところ、原告

乙に係る平成２３年２月２８日付け更正処分（以下「原告乙当初更正処分」という。甲１の２）

に係る納付すべき税額は、被告主張額（上記１の（６））及び原告乙に係る平成２５年１月２５

日付け更正処分（乙２０）に係る各「納付すべき税額」と同額であり、原告乙が原告乙当初更正

処分により新たに納付すべきこととなった税額１７７７万円については、その計算の基礎となっ

た事実のうちに同更正処分前の税額（修正申告書に係る税額）の計算の基礎とされていなかった

ことについて国税通則法６５条４項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。 

 したがって、原告乙当初更正処分に伴って賦課される過少申告加算税の額は、国税通則法６５

条１項の規定に基づき、原告乙が同更正処分によって新たに納付すべきこととなった税額１７７

７万円に、１００分の１０の割合を乗じて算出した金額１７７万７０００円となり、当該金額は、

原告乙に係る過少申告加算税賦課決定処分における過少申告加算税の額と同額となるから、同賦

課決定処分は適法である。 

以上 
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（別紙２－３） 

原告丙に係る更正処分等の根拠及び適法性 

 

１ 原告丙に係る更正処分の根拠 

 被告が本訴において主張する原告丙（以下「原告丙」という。）の平成２０年分の所得税の納

付すべき税額等は、次のとおりである（別表２－３「被告主張額」欄参照）。 

（１）総所得金額（給与所得の金額） ９５０２万６１５２円 

 上記金額は、次のア及びイの各金額の合計額から所得税法２８条３項に規定する給与所得控

除額を同条２項の規定に基づいて控除した後の金額である。 

ア 株式報酬に係る収入金額 ３９１８万２７５７円 

 上記金額は、株式報酬に係る給与等の収入金額であり、詳細は別表１－３のとおりである。 

イ その他の給与等に係る収入金額 ６２６３万４２４６円 

 上記金額は、原告丙が、平成２１年３月１３日に渋谷税務署長に提出した平成２０年分の

所得税の確定申告書（以下「原告丙確定申告書」という。）に記載したＧ社の給与等の収入

金額と同額である。 

（２）株式等に係る譲渡所得等の金額 ０円 

 上記金額は、原告丙が、原告丙確定申告書に記載した株式等に係る譲渡所得等の金額と同額

である。 

（３）所得控除の額の合計額 １９３万３８０２円 

 上記金額は、原告丙が原告丙確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 

（４）課税される所得金額 

ア 課税総所得金額 ９３０９万２０００円 

 上記金額は、上記（１）の総所得金額９５０２万６１５２円から上記（３）の所得控除の

額の合計額１９３万３８０２円を控除した後の金額（ただし、国税通則法１１８条１項の規

定により１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの。）である。 

イ 株式等に係る課税譲渡所得等の金額 ０円 

 上記金額は、上記（２）の株式等に係る譲渡所得等の金額が零円であることから零円とな

る。 

（５）納付すべき税額（申告納税額） １４８８万３３００円 

 上記金額は、次のアの算出税額から、イの源泉徴収税額を控除した後の金額（ただし、国税

通則法１１９条１項の規定により１００円未満の端数を切り捨てた後のもの。）である。 

ア 算出税額 ３４４４万０８００円 

 上記金額は、次の（ア）の課税総所得金額に対する税額及び（イ）の株式等に係る課税譲

渡所得等の金額に対する税額の合計額である。 

（ア）課税総所得金額に対する税額 ３４４４万０８００円 

 上記金額は、上記（４）アの課税総所得金額９３０９万２０００円に所得税法８９条１

項に規定する税率を乗じて算出した金額である。 

（イ）株式等に係る課税譲渡所得等の金額に対する税額 ０円 

 上記金額は、上記（４）イの株式等に係る課税譲渡所得等の金額が零円であることから

零円となる。 
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イ 源泉徴収税額 １９５５万７４６０円 

 上記金額は、原告丙が原告丙確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 

２ 原告丙に係る更正処分の適法性 

 被告が本訴において主張する原告丙の平成２０年分の所得税の納付すべき税額は、上記１の

（５）で述べたとおり１４８８万３３００円であるところ、当該金額は、原告丙に係る更正処分

の納付すべき税額と同額であるから、同更正処分は適法である。 

３ 原告丙に係る過少申告加算税賦課決定処分の根拠及び適法性 

 上記２のとおり、原告丙に係る更正処分は適法であるところ、原告丙が同更正処分により新た

に納付すべきこととなった税額８８９万２０００円については、その計算の基礎となった事実の

うちに同更正処分前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて国税通則法６５条４

項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。 

 したがって、原告丙に係る更正処分に伴って賦課される過少申告加算税の額は、国税通則法６

５条１項の規定に基づき、原告丙が同更正処分によって新たに納付すべきこととなった税額８８

９万円（同法１１８条３項の規定により１万円未満の端数を切り捨てた後のもの。）に、１００

分の１０の割合を乗じて算出した金額８８万９０００円となり、当該金額は、原告丙に係る過少

申告加算税賦課決定処分における過少申告加算税の額と同額となるから、同賦課決定処分は適法

である。 

以上 



39 

（別紙２－４） 

原告丁に係る更正処分等の根拠及び適法性 

 

１ 原告丁に係る更正処分の根拠 

 被告が本訴において主張する原告丁（以下「原告丁」という。）の平成２０年分の所得税の納

付すべき税額等は、次のとおりである（別表２－４「被告主張額」欄参照）。 

（１）総所得金額 １億６０５９万３９８１円 

 上記金額は、次のア及びイの各金額の合計額である。 

ア 不動産所得の金額 １３４万４０１２円 

 上記金額は、次のａの金額からｂ及びｃの各金額を控除した後の金額である。 

ａ 不動産所得に係る収入金額 ２８９８万３４１５円 

 上記金額は、原告丁が、平成２１年５月８日に市川税務署長に提出した平成２０年分の

所得税の修正申告書（以下「原告丁修正申告書」という。）に添付した平成２０年分所得

税青色申告決算書（不動産所得用）（以下「原告丁決算書」という。）に記載した不動産所

得の収入金額の合計額と同額である。 

ｂ 不動産所得に係る必要経費 ２７５３万９４０３円 

 上記金額は、原告丁が原告丁決算書に記載した必要経費の額の合計額と同額である。 

ｃ 青色申告特別控除額 １０万円 

 上記金額は、租税特別措置法２５条の２第１項１号に規定する金額である。 

イ 給与所得の金額 １億５９２４万９９６９円 

 上記金額は、次の（ア）ないし（ウ）の各金額の合計額から所得税法２８条３項に規定す

る給与所得控除額を同条２項の規定に基づいて控除した後の金額である。 

（ア）株式報酬に係る収入金額 ７６９１万４８２４円 

 上記金額は、株式報酬に係る給与等の収入金額であり、詳細は別表１－４のとおりであ

る。 

（イ）ストック・オプションの権利行使に係る収入金額 １０５万４４２１円 

 上記金額は、原告丁が、平成２０年１月２日に、Ｆ社から同社の株式報酬制度に基づき

付与されたストック・オプションの権利を行使して得た給与等の収入金額であり、次のａ

の行使株数に、ｂの行使時のＦ株式の価格からｃの行使価格を控除した後の金額２５．３

７６８米国ドルを乗じて算出した金額を、当該行使の日前の最も近い日である同１９年１

２月２８日のＴＴＭレート（１米国ドルにつき１１４．１５円）により円換算した金額１

０５万４４２１円となる。 

ａ 行使株数 ３６４株 

ｂ 行使時のＦ株式の価格 ●米国ドル 

ｃ 行使価格 ●米国ドル 

（ウ）その他の給与等に係る収入金額 ９１４５万１７７６円 

 上記金額は、原告丁が、平成２１年３月１５日に市川税務署長に提出した平成２０年分

の所得税の確定申告書に添付したＧ社を支払者とする平成２０年分給与所得の源泉徴収

票の支払金額欄に記載された金額と同額である。 

（２）所得控除の額の合計額 ３６１万６５３９円 
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 上記金額は、原告丁が原告丁修正申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 

（３）課税総所得金額 １億５６９７万７０００円 

 上記金額は、上記（１）の総所得金額１億６０５９万３９８１円から上記（２）の所得控除

の額の合計額３６１万６５３９円を控除した後の金額（ただし、国税通則法１１８条１項の規

定により１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの。）である。 

（４）納付すべき税額（申告納税額） ３０１１万２３００円 

 上記金額は、次のアの課税総所得金額に対する税額から、イの源泉徴収税額を控除した後の

金額（ただし、国税通則法１１９条１項の規定により１００円未満の端数を切り捨てた後のも

の。）である。 

ア 課税総所得金額に対する税額 ５９９９万４８００円 

 上記金額は、上記（３）の課税総所得金額１億５６９７万７０００円に所得税法８９条１

項に規定する税率を乗じて算出した金額である。 

イ 源泉徴収税額 ２９８８万２４１０円 

 上記金額は、原告丁が原告丁修正申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 

２ 原告丁に係る更正処分の適法性 

 被告が本訴において主張する原告丁の平成２０年分の所得税の納付すべき税額は、上記１の

（４）で述べたとおり３０１１万２３００円であるところ、当該金額は、原告丁に係る更正処分

に係る納付すべき税額３００３万７９００円を上回るから同更正処分は適法である。 

３ 原告丁に係る過少申告加算税賦課決定処分の根拠及び適法性 

 上記２のとおり、原告丁に係る更正処分は適法であるところ、原告丁が同更正処分により新た

に納付すべきこととなった税額１７８０万３２００円については、その計算の基礎となった事実

のうちに同更正処分前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて国税通則法６５条

４項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。 

 したがって、原告丁に係る更正処分に伴って賦課される過少申告加算税の額は、国税通則法６

５条１項の規定に基づき、原告丁が同更正処分によって新たに納付すべきこととなった税額１７

８０万円（同法１１８条３項の規定により１万円未満の端数を切り捨てた後のもの。）に、１０

０分の１０の割合を乗じて算出した金額１７８万円となり、当該金額は、原告丁に係る過少申告

加算税賦課決定処分における過少申告加算税の額と同額となるから、同賦課決定処分は適法であ

る。 

以上 
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（別紙２－５） 

原告戊に係る更正処分等の根拠及び適法性 

 

１ 原告戊に係る更正処分の根拠 

 被告が本訴において主張する原告戊（以下「原告戊」という。）の平成２０年分の所得税の納

付すべき税額等は、次のとおりである（別表２－５「被告主張額」欄参照）。 

（１）総所得金額（給与所得の金額） ２億３４７２万０３０８円 

 上記金額は、次のア及びイの各金額の合計額から所得税法２８条３項に規定する給与所得控

除額を同条２項の規定に基づいて控除した後の金額である。 

ア 株式報酬に係る収入金額 １億４０４２万６０１１円 

 上記金額は、株式報酬に係る給与等の収入金額であり、詳細は別表１－５のとおりである。 

イ その他の給与等に係る収入金額 １億０８４３万７４７２円 

 上記金額は、原告戊が、原告戊に係る更正処分等の異議申立てに係る異議調査担当者に提

出したＧ社を支払者とする平成２０年分給与所得の源泉徴収票の支払金額欄に記載された

金額と同額である（甲３の５）。 

（２）株式等に係る譲渡所得等の金額 ０円 

 上記金額は、原告戊が平成２１年３月１４日に芝税務署長に提出した平成２０年分の所得税

の確定申告書（以下「原告戊確定申告書」という。）に記載した株式等に係る譲渡所得の金額

と同額である。 

（３）所得控除の額の合計額 ２９２万４３３７円 

 上記金額は、原告戊が原告戊確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 

（４）課税される所得金額 

ア 課税総所得金額 ２億３１７９万５０００円 

 上記金額は、上記（１）の総所得金額２億３４７２万０３０８円から上記（３）の所得控

除の額の合計額２９２万４３３７円を控除した後の金額（ただし、国税通則法１１８条１項

の規定により１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの。）である。 

イ 株式等に係る課税譲渡所得等の金額 ０円 

 上記金額は、上記（２）の株式等に係る譲渡所得等の金額が零円であることから零円とな

る。 

（５）申告納税額 ５３３９万円 

 上記金額は、次のアの算出税額から、イの源泉徴収税額を控除した後の金額（ただし、国税

通則法１１９条１項の規定により１００円未満の端数を切り捨てた後のもの。）である。 

ア 算出税額 ８９９２万２０００円 

 上記金額は、次の（ア）の課税総所得金額に対する税額及び（イ）の株式等に係る課税譲

渡所得等の金額に対する税額の合計額である。 

（ア）課税総所得金額に対する税額 ８９９２万２０００円 

 上記金額は、上記（４）アの課税総所得金額２億３１７９万５０００円に所得税法８９

条１項に規定する税率を乗じて算出した金額である。 

（イ）株式等に係る課税譲渡所得等の金額に対する税額 ０円 

 上記金額は、上記（４）イの株式等に係る課税譲渡所得等の金額が零円であることから
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零円となる。 

イ 源泉徴収税額 ３６５３万１９４０円 

 上記金額は、原告戊が原告戊確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 

（６）納付すべき税額 ４８８５万８６００円 

 上記金額は、上記（５）の申告納税額５３３９万円から、原告戊が原告戊確定申告書に記載

した予定納税額４５３万１４００円を控除した後の金額である。 

２ 原告戊に係る更正処分の適法性 

 被告が本訴において主張する原告戊の平成２０年分の所得税の納付すべき税額は、上記１の

（６）で述べたとおり４８８５万８６００円であるところ、当該金額は、原告戊に係る更正処分

に係る納付すべき税額と同額であるから、同更正処分は適法である。 

３ 原告戊に係る過少申告加算税賦課決定処分の根拠及び適法性 

 上記２のとおり、原告戊に係る更正処分は適法であるところ、原告戊が同更正処分により新た

に納付すべきこととなった税額３１６６万３６００円については、その計算の基礎となった事実

のうちに同更正処分前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて国税通則法６５条

４項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。 

 したがって、原告戊に係る更正処分に伴って賦課される過少申告加算税の額は、国税通則法６

５条１項の規定に基づき、原告戊が同更正処分によって新たに納付すべきこととなった税額３１

６６万円（同法１１８条３項の規定により１万円未満の端数を切り捨てた後のもの。）に、１０

０分の１０の割合を乗じて算出した金額３１６万６０００円となり、当該金額は、原告戊に係る

過少申告加算税賦課決定処分における過少申告加算税の額と同額となるから、同賦課決定処分は

適法である。 

以上 
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（別紙２－６） 

原告Ａに係る更正処分等の根拠及び適法性 

 

１ 原告Ａに係る更正処分の根拠 

 被告が本訴において主張する原告Ａ（以下「原告Ａ」という。）の平成２０年分の所得税の納

付すべき税額等は、次のとおりである（別表２－６「被告主張額」欄参照）。 

（１）総所得金額 ４億７４３０万６８９６円 

 上記金額は、次のア及びイの各金額の合計額である（所得税法２２条２項）。 

ア 利子所得の金額 ３５万７４１９円 

 上記金額は、原告Ａが平成２３年３月９日に麻布税務署長に提出した平成２０年分の所得

税の修正申告書（以下「原告Ａ修正申告書」という。）に記載した利子所得の金額と同額で

ある。 

イ 給与所得の金額 ４億７３９４万９４７７円 

 上記金額は、次の（ア）及び（イ）の各金額の合計額から所得税法２８条３項に規定する

給与所得控除額を同条２項の規定に基づいて控除した後の金額である。 

（ア）株式報酬に係る収入金額 ３億０６９５万０３９０円 

 上記金額は、株式報酬に係る給与等の収入金額であり、詳細は別表１－６のとおりであ

る。 

（イ）その他の給与等に係る収入金額 １億９３７３万３２７０円 

 上記金額は、原告Ａが、平成２１年３月１０日に麻布税務署長に提出した平成２０年分

の所得税の確定申告書に添付したＧ社を支払者とする平成２０年分給与所得の源泉徴収

票の支払金額欄に記載された金額と同額である。 

（２）株式等に係る譲渡所得等の金額 ０円 

 次のア及びイの各金額の合計額は、△８４２１万９１３７円であるところ、この損失の金額

は、租税特別措置法３７条の１０第１項後段の規定により生じなかったものとみなされること

から、株式等に係る譲渡所得等の金額は零円となる。 

ア 株式等（未公開）に係る譲渡所得等の金額 ８８万４７３８円 

 上記金額は、次の（ア）の金額から、（イ）の金額を控除した後の金額である。 

（ア）譲渡による収入金額 ３３８８万２２０３円 

 上記金額は、原告Ａが原告Ａ修正申告書に添付した「株式等に係る譲渡所得等の金額の

計算明細書【平成２０年分】（以下「原告Ａ株式譲渡明細書」という。乙１９）」１面の未

公開分欄の「譲渡による収入金額」（①欄）に記載した金額と同額である。 

（イ）取得費の額 ３２９９万７４６５円 

 上記金額は、原告Ａが原告Ａ株式譲渡明細書１面の未公開分欄の「取得費（取得価額）」

（④欄）に記載した金額と同額である。 

イ 株式等（上場分）に係る譲渡所得等の金額 △８５１０万３８７５円 

 上記損失の金額は、次の（ア）の金額から、（イ）及び（ウ）の各金額を控除した後の金

額である。 

（ア）譲渡による収入金額 １億００３８万０７７０円 

 上記金額は、原告Ａが原告Ａ株式譲渡明細書１面の上場分欄の「譲渡による収入金額」
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（①欄）と同額である。 

（イ）取得費の額 １億８４９５万６８７１円 

 上記金額は、原告Ａが平成２０年中に譲渡したＦ株式に係る次のａ及びｂの各取得費の

額の合計額である 

ａ ３月２８日譲渡分２２４１株に係る取得費の額 １５９４万４２５１円 

 原告Ａが平成２０年３月２８日に譲渡したＦ株式２２４１株（甲３の６）は、原告Ａ

がＦ社から付与されたストック・ユニットの転換によって同１９年９月に株式報酬とし

て取得したＦ株式と認められることから、その取得費の額は、当該譲渡したＦ株式２２

４１株に、当該ストック・ユニットの転換日である同月１０日のＦ株式の株価の終値●

米国ドル及び同日のＴＴＭレート１１２．７９円を乗じて算定した１５９４万４２５１

円となる。 

ｂ 上記ａ以外の日の譲渡分３万６０００株に係る取得費の額 

 １億６９０１万２６２０円 

 原告Ａが、平成２０年１０月１日、同月６日及び同月２０日並びに同年１２月２５日

にそれぞれ譲渡したＦ株式３万６０００株（甲３の６）は、原告Ａが株式報酬として取

得したＦ株式６万５３８１株の一部と認められることから、その取得費の額は、当該譲

渡したＦ株式３万６０００株に、本件転換日である平成２０年９月８日のＦ株式の株価

の終値●米国ドル及び同日のＴＴＭレート１０８．５０円を乗じて算定した１億６９０

１万２６２０円となる。 

（ウ）譲渡費用の額 ５２万７７７４円 

 原告Ａが原告Ａ株式譲渡明細書１面の未公開分欄に記載した「譲渡のための委託手数

料」欄（⑤欄）に記載した金額６２４円は、上場分に係る譲渡のための委託手数料と認め

られることから、譲渡費用の額は、当該金額６２４円及び同明細書１面の上場分欄の「譲

渡のための委託手数料」（⑤欄）の金額５２万７１５０円の合計額５２万７７７４円とな

る。 

（３）所得控除の額の合計額 ２７０万４５７３円 

 上記金額は、原告Ａが原告Ａ修正申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 

（４）課税される所得金額 

ア 課税総所得金額 ４億７１６０万２０００円 

 上記金額は、上記（１）の総所得金額４億７４３０万６８９６円から上記（３）の所得控

除の額の合計額２７０万４５７３円を控除した後の金額（ただし、国税通則法１１８条１項

の規定により１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの。）である。 

イ 株式等に係る課税譲渡所得等の金額 ０円 

 上記金額は、上記（２）の株式等に係る譲渡所得等の金額が零円であることから零円とな

る。 

（５）納付すべき税額（申告納税額） １億１６７６万７３００円 

 上記金額は、次のアの算出税額から、イの源泉徴収税額を控除した後の金額（ただし、国税

通則法１１９条１項の規定により１００円未満の端数を切り捨てた後のもの。）である。 

ア 算出税額 １億８５８４万４８００円 

 上記金額は、次の（ア）の課税総所得金額に対する税額及び（イ）の株式等に係る課税譲
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渡所得等に対する税額の合計額である。 

（ア）課税総所得金額に対する税額 １億８５８４万４８００円 

 上記金額は、上記（４）アの課税総所得金額４億７１６０万２０００円に所得税法８９

条１項に規定する税率を乗じて算出した金額である。 

（イ）株式等に係る課税譲渡所得等に対する税額 ０円 

 上記金額は、上記（４）イの株式等に係る課税譲渡所得等の金額が零円であることから

零円となる。 

イ 源泉徴収税額 ６９０７万７４４０円 

 上記金額は、原告Ａが原告Ａ修正申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 

２ 原告Ａに係る更正処分の適法性 

 被告が本訴において主張する原告Ａの平成２０年分の所得税の納付すべき税額は、上記１の

（５）で述べたとおり１億１６７６万７３００円であるところ、当該金額は、原告Ａに係る更正

処分に係る納付すべき税額と同額であるから、同更正処分は適法である。 

３ 原告Ａに係る過少申告加算税賦課決定処分の根拠及び適法性 

 上記２のとおり、原告Ａに係る更正処分は適法であるところ、原告Ａが同更正処分により新た

に納付すべきこととなった税額６８０５万１６００円については、その計算の基礎となった事実

のうちに同更正処分前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて国税通則法６５条

４項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。 

 したがって、原告Ａに係る更正処分に伴って賦課される過少申告加算税の額は、国税通則法６

５条１項の規定に基づき、原告Ａが同更正処分によって新たに納付すべきこととなった税額６８

０５万円（同法１１８条３項の規定により１万円未満の端数を切り捨てた後のもの。）に、１０

０分の１０の割合を乗じて算出した金額６８０万５０００円となり、当該金額は、原告Ａに係る

過少申告加算税賦課決定処分における過少申告加算税の額と同額となるから、同賦課決定処分は

適法である。 

以上 
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（別紙２－７） 

原告Ｂに係る更正処分等の根拠及び適法性 

 

１ 原告Ｂに係る更正処分の根拠 

 被告が本訴において主張する原告Ｂ（以下「原告Ｂ」という。）の平成２０年分の所得税の納

付すべき税額等は、次のとおりである（別表２－７「被告主張額」参照）。 

（１）総所得金額（給与所得の金額） ６億２８９４万４６８４円 

 上記金額は、次のア及びイの各金額の合計額から所得税法２８条３項に規定する給与所得控

除額を同条２項の規定に基づいて控除した後の金額である（所得税法２２条２項）。 

ア 株式報酬に係る収入金額 ４億４８９２万０９９１円 

 上記金額は、株式報酬に係る給与等の収入金額であり、詳細は別表１－７のとおりである。 

イ その他の給与等に係る収入金額 ２億１４９１万５５１９円 

 上記金額は、原告Ｂが、平成２１年３月５日に目黒税務署長に提出した平成２０年分の所

得税の確定申告書（以下「原告Ｂ確定申告書」という。）に記載したＧ社の給与等の収入金

額と同額である。 

（２）株式等に係る譲渡所得等の金額 ０円 

 上記金額は、原告Ｂが原告Ｂ確定申告書に記載した株式等に係る譲渡所得の金額と同額であ

る。 

（３）所得控除の額の合計額 ４６９万７９２１円 

 上記金額は、原告Ｂが原告Ｂ確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 

（４）課税される所得金額 

ア 課税総所得金額 ６億２４２４万６０００円 

 上記金額は、上記（１）の総所得金額６億２８９４万４６８４円から上記（３）の所得控

除の額の合計額４６９万７９２１円を控除した後の金額（ただし、国税通則法１１８条１項

の規定により１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの。）である。 

イ 株式等に係る課税譲渡所得等の金額 ０円 

 上記金額は、上記（２）の株式等に係る譲渡所得等の金額が零円であることから零円とな

る。 

（５）申告納税額 １億７００４万４８００円 

 上記金額は、次のアの課税総所得金額に対する税額から、イの源泉徴収税額を控除した後の

金額（ただし、国税通則法１１９条１項の規定により１００円未満の端数を切り捨てた後のも

の。）である。 

ア 課税総所得金額に対する税額 ２億４６９０万２４００円 

 上記金額は、上記（４）の課税総所得金額６億２４２４万６０００円に所得税法８９条１

項に規定する税率を乗じて算出した金額である。 

イ 源泉徴収税額 ７６８５万７５４４円 

 上記金額は、原告Ｂが原告Ｂ確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 

（６）納付すべき税額 １億５９９９万７２００円 

 上記金額は、上記（５）の申告納税額１億７００４万４８００円から原告Ｂが原告Ｂ確定申

告書に記載した予定納税額１００４万７６００円を控除した後の金額である。 
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２ 原告Ｂに係る更正処分の適法性 

 被告が本訴において主張する原告Ｂの平成２０年分の所得税の納付すべき税額は、上記１の

（６）で述べたとおり１億５９９９万７２００円であるところ、当該金額は、原告Ｂに係る更正

処分に係る納付すべき税額と同額であるから、同更正処分は適法である。 

３ 原告Ｂに係る過少申告加算税賦課決定処分の根拠及び適法性 

 上記２のとおり、原告Ｂに係る更正処分は適法であるところ、原告Ｂが同更正処分により新た

に納付すべきこととなった税額１億０１８７万４４００円については、その計算の基礎となった

事実のうちに同更正処分前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて国税通則法６

５条４項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。 

 したがって、原告Ｂに係る更正処分に伴って賦課される過少申告加算税の額は、国税通則法６

５条１項の規定に基づき、原告Ｂが同更正処分によって新たに納付すべきこととなった税額１億

０１８７万円（同法１１８条３項の規定により１万円未満の端数を切り捨てた後のもの。）に、

１００分の１０の割合を乗じて算出した金額１０１８万７０００円となり、当該金額は、原告Ｂ

に係る過少申告加算税賦課決定処分における過少申告加算税の額と同額となるから、同賦課決定

処分は適法である。 

以上 
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（別紙２－８） 

原告Ｃに係る更正処分等の根拠及び適法性 

 

１ 原告Ｃに係る更正処分の根拠 

 被告が本訴において主張する原告Ｃ（以下「原告Ｃ」という。）の平成２０年分の所得税の納

付すべき税額等は、次のとおりである（別表２－８「被告主張額」欄参照）。 

（１）総所得金額（給与所得の金額） ８０１９万３６９５円 

 上記金額は、次のア及びイの各金額の合計額から所得税法２８条３項に規定する給与所得控

除額を同条２項の規定に基づいて控除した後の金額である。 

ア 株式報酬に係る収入金額 ２８４０万３５０７円 

 上記金額は、株式報酬に係る給与等の収入金額であり、詳細は別表１－８のとおりである。 

イ その他の給与等に係る収入金額 ５７８０万０３８３円 

 上記金額は、原告Ｃが、平成２１年３月１３日に横浜南税務署長に提出した平成２０年分

の所得税の確定申告書（以下「原告Ｃ確定申告書」という。）に記載したＧの給与等の収入

金額と同額である。 

（２）所得控除の額の合計額 ２９６万５５３４円 

 上記金額は、原告Ｃが原告Ｃ確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 

（３）課税総所得金額 ７７２２万８０００円 

 上記金額は、上記（１）の総所得金額８０１９万３６９５円から上記（２）の所得控除の額

の合計額２９６万５５３４円を控除した後の金額（ただし、国税通則法１１８条１項の規定に

より１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの。）である。 

（４）納付すべき税額（申告納税額） １０４１万９０００円 

 上記金額は、次のアの課税総所得金額に対する税額から、イの源泉徴収税額を控除した後の

金額（ただし、国税通則法１１９条１項の規定により１００円未満の端数を切り捨てた後のも

の。）である。 

ア 課税総所得金額に対する税額 ２８０９万５２００円 

 上記金額は、上記（３）の課税総所得金額７７２２万８０００円に所得税法８９条１項に

規定する税率を乗じて算出した金額である。 

イ 源泉徴収税額 １７６７万６２００円 

 上記金額は、原告Ｃが原告Ｃ確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 

２ 原告Ｃに係る更正処分の適法性 

 被告が本訴において主張する原告Ｃの平成２０年分の所得税の納付すべき税額は、上記１の

（４）で述べたとおり１０４１万９０００円であるところ、当該金額は、原告Ｃに係る更正処分

に係る納付すべき税額と同額であるから、同更正処分は適法である。 

３ 原告Ｃに係る過少申告加算税賦課決定処分の根拠及び適法性 

 上記２のとおり、原告Ｃに係る更正処分は適法であるところ、原告Ｃが同更正処分により新た

に納付すべきこととなった税額６４０万４８００円については、その計算の基礎となった事実の

うちに同更正処分前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて国税通則法６５条４

項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。 

 したがって、原告Ｃに係る更正処分に伴って賦課される過少申告加算税の額は、国税通則法６
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５条１項の規定に基づき、原告Ｃが同更正処分によって新たに納付すべきこととなった税額６４

０万円（同法１１８条３項の規定により１万円未満の端数を切り捨てた後のもの。）に、１００

分の１０の割合を乗じて算出した金額６４万円となり、当該金額は、原告Ｃに係る過少申告加算

税賦課決定処分における過少申告加算税の額と同額となるから、同賦課決定処分は適法である。 

以上 
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（別紙２－９） 

原告Ｄに係る更正処分等の根拠及び適法性 

 

１ 原告Ｄに係る更正処分の根拠 

 被告が本訴において主張する原告Ｄ（以下「原告Ｄの平成２０年分の所得税の納付すべき税額

等は、次のとおりである（別表２－９「被告主張額」欄参照）。 

（１）総所得金額 ４億７８７３万８６７４円 

 上記金額は、次のアの給与所得の金額及びイの短期譲渡所得の金額の合計額である。 

ア 給与所得の金額 ４億７２７９万９９９３円 

 上記金額は、次の（ア）及び（イ）の各金額の合計額から所得税法２８条３項に規定する

給与所得控除額を同条２項の規定に基づいて控除した後の金額である。 

（ア）原告Ｄ株式報酬に係る収入金額 ２億７６５３万２８１２円 

 上記金額は、原告Ｄ株式報酬に係る給与等の収入金額であり、詳細は別表１－９のとお

りである。 

（イ）その他の給与等に係る収入金額 ２億２２９４万０８６５円 

 上記金額は、原告Ｄが、平成２１年３月１２日に目黒税務署長に提出した平成２０年分

の所得税の確定申告書（以下「原告Ｄ確定申告書」という。）に記載した給与等に係る①

Ｇ社の収入金額２億２１３３万６６０５円、②有限会社Ｏの収入金額６０万４２６０円及

び③有限会社Ｐの収入金額１００万円の各収入金額の合計金額と同額である。 

イ 短期譲渡所得の金額 ５９３万８６８１円 

 上記金額は、原告Ｄが原告Ｄ確定申告書に記載した総合譲渡所得の金額と同額である。 

（２）株式等に係る譲渡所得等の金額 ０円 

 次のアの金額からイ及びウの各金額を控除した後の金額は、△７６４１万２９１３円（金額

の前の△は損失の金額を表す。）であるところ、この損失の金額は、租税特別措置法３７条の

１０第１項後段の規定により生じなかったものとみなされることから、株式等に係る譲渡所得

等の金額は零円となる。 

ア 株式等の譲渡に係る収入金額 ２億００７６万２４７２円 

 上記金額は、原告Ｄが原告Ｄ確定申告書に添付した「株式等に係る譲渡所得等の金額の計

算明細書【平成２０年分】」（以下「原告Ｄ株式譲渡明細書」という。乙第２０号証）１面の

上場分欄の「譲渡等に係る収入金額」（①欄）に記載した金額と同額である。 

イ 取得費の額 ２億７６５３万２８１２円 

 原告Ｄが、平成２０年９月２６日に譲渡したＦ株式５万８９０２株は、原告Ｄが原告Ｄ株

式報酬として取得したＦ株式と認められることから、その取得費の額は、上記（１）ア（ア）

の原告Ｄ株式報酬に係る収入金額と同額の２億７６５３万２８１２円となる。 

ウ 譲渡費用の額 ６４万２５７３円 

 上記金額は、原告Ｄが原告Ｄ株式譲渡明細書１面の上場分欄の「譲渡のための委託手数料」

（⑤欄）に記載した金額と同額である。 

（３）所得控除の額の合計額 ５３７万７１３０円 

 上記金額は、原告Ｄが原告Ｄ確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 

（４）課税される所得金額 
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ア 課税総所得金額 ４億７３３６万１０００円 

 上記金額は、上記（１）の総所得金額４億７８７３万８６７４円から上記（３）の所得控

除の額の合計額５３７万７１３０円を控除した後の金額（ただし、国税通則法１１８条１項

の規定により１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの。）である。 

イ 株式等に係る課税譲渡所得等の金額 ０円 

 上記金額は、上記（２）の株式等に係る譲渡所得等の金額が零円であることから零円とな

る。 

（５）申告納税額 １億０７２６万８６００円 

 上記金額は、次のアの算出税額からイの源泉徴収税額を控除した後の金額（ただし、国税通

則法１１９条１項の規定により１００円未満の端数を切り捨てた後のもの。）である。 

ア 算出税額 １億８６５４万８４００円 

 上記金額は、次の（ア）の課税総所得金額に対する税額及び（イ）の株式等に係る課税譲

渡所得等の金額に対する税額の合計額である。 

（ア）課税総所得金額に対する税額 １億８６５４万８４００円 

 上記金額は、上記（４）アの課税総所得金額４億７３３６万１０００円に所得税法８９

条１項に規定する税率を乗じて算出した金額である。 

（イ）株式等に係る課税譲渡所得等の金額に対する税額 ０円 

 上記金額は、上記（４）イの株式等に係る課税譲渡所得等の金額が零円であることから

零円となる。 

イ 源泉徴収税額 ７９２７万９７３０円 

 上記金額は、原告Ｄが原告Ｄ確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 

（６）納付すべき税額 ８０８５万６４００円 

 上記金額は、上記（５）の申告納税額１億０７２６万８６００円から、原告Ｄが原告Ｄ確定

申告書に記載した予定納税額２６４１万２２００円を控除した後の金額である。 

２ 原告Ｄに係る更正処分の適法性 

 被告が本訴において主張する原告Ｄの平成２０年分の所得税の納付すべき税額は、上記１の

（６）で述べたとおり８０８５万６４００円であるところ、当該金額は、原告Ｄに係る更正処分

に係る納付すべき税額と同額であるから、同更正処分は適法である。 

３ 原告Ｄに係る過少申告加算税賦課決定処分の根拠及び適法性 

 上記２のとおり、原告Ｄに係る更正処分は適法であるところ、原告Ｄが同更正処分により新た

に納付すべきこととなった税額５６２１万０８００円については、その計算の基礎となった事実

のうちに同更正処分前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて国税通則法６５条

４項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。 

 したがって、原告Ｄに係る更正処分に伴って賦課される過少申告加算税の額は、国税通則法６

５条１項の規定に基づき、原告Ｄが同更正処分によって新たに納付すべきこととなった税額５６

２１万円（同法１１８条３項の規定により１万円未満の端数を切り捨てた後のもの。）に、１０

０分の１０の割合を乗じて算出した金額５６２万１０００円となり、当該金額は、原告Ｄに係る

過少申告加算税賦課決定処分における過少申告加算税の額と同額となるから、同賦課決定処分は

適法である。 

以上 
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（別紙２－１０） 

原告Ｅに係る更正処分等の根拠及び適法性 

 

１ 原告Ｅに係る更正処分の根拠 

 被告が本訴において主張する原告Ｅ（以下「原告Ｅ」という。）の平成２０年分の所得税の納

付すべき税額等は、次のとおりである（別表２－１０「被告主張額」欄参照）。 

（１）総所得金額 ２億０７００万３１９０円 

 上記金額は、次のアないしウの各金額の合計額である（所得税法２２条２項）。 

ア 利子所得の金額 １４１万４８３５円 

 上記金額は、原告Ｅが、平成２１年３月１５日に渋谷税務署長に提出した平成２０年分の

所得税の確定申告書（以下「原告Ｅ確定申告書」という。）に記載した利子所得の金額と同

額である。 

イ 配当所得の金額 ２７５万２７２９円 

 上記金額は、原告Ｅが原告Ｅ確定申告書に記載した配当所得の金額と同額である。 

ウ 給与所得の金額 ２億０２８３万５６２６円 

 上記金額は、次の（ア）及び（イ）の各金額の合計額から所得税法２８条３項に規定する

給与所得控除額を同条２項の規定に基づいて控除した後の金額である。 

（ア）株式報酬に係る収入金額 １億１８１５万８５９８円 

 上記金額は、株式報酬に係る給与等の収入金額であり、詳細は別表１－１０のとおりで

ある。 

（イ）その他の給与等に係る収入金額 ９７１４万２０６１円 

 上記金額は、原告Ｅが、原告Ｅ確定申告書に添付したＧ社を支払者とする平成２０年分

給与所得の源泉徴収票の支払金額欄に記載された金額と同額である。 

（２）所得控除の額の合計額 ２４２万２０７４万円 

 上記金額は、原告Ｅが原告Ｅ確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 

（３）課税総所得金額 ２億０４５８万１０００円 

 上記金額は、上記（１）の総所得金額２億０７００万３１９０円から上記（２）の所得控除

の額の合計額２４２万２０７４万円を控除した後の金額（ただし、国税通則法１１８条１項の

規定により１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの。）である。 

（４）申告納税額 ４４８０万１９００円 

 上記金額は、次のアの課税総所得金額に対する税額から、イの外国税額控除の金額及びウの

源泉徴収税額を控除した後の金額（ただし、国税通則法１１９条１項の規定により１００円未

満の端数を切り捨てた後のもの。）である。 

ア 課税総所得金額に対する税額 ７９０３万６４００円 

 上記金額は、上記（３）の課税総所得金額２億０４５８万１０００円に所得税法８９条１

項に規定する税率を乗じて算出した金額である。 

イ 外国税額控除の金額 １７１万４２３６円 

 上記金額は、原告Ｅが原告Ｅ確定申告書に記載した外国税額控除の金額と同額である。 

ウ 源泉徴収税額 ３２５２万０１７６円 

 上記金額は、原告Ｅが原告Ｅ確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 
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（５）納付すべき税額 ４１１０万１７００円 

 上記金額は、上記（４）の申告納税額４４８０万１９００円から原告Ｅが原告Ｅ確定申告書

に記載した予定納税額３７０万０２００円を控除した後の金額である。 

２ 原告Ｅ更正処分の適法性 

 被告が本訴において主張する原告Ｅの平成２０年分の所得税の納付すべき税額は、上記１の

（５）で述べたとおり４１１０万１７００円であるところ、当該金額は、原告Ｅ更正処分に係る

納付すべき税額と同額であるから、原告Ｅ更正処分は適法である。 

３ 原告Ｅに係る過少申告加算税賦課決定処分の根拠及び適法性 

 上記２のとおり、原告Ｅ更正処分は適法であるところ、原告Ｅが原告Ｅ更正処分により新たに

納付すべきこととなった税額２６６４万円については、その計算の基礎となった事実のうちに原

告Ｅ更正処分前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて国税通則法６５条４項に

規定する「正当な理由」があるとは認められない。 

 したがって、原告Ｅ更正処分に伴って賦課される過少申告加算税の額は、国税通則法６５条１

項の規定に基づき、原告Ｅが原告Ｅ更正処分によって新たに納付すべきこととなった税額２６６

４万円に、１００分の１０の割合を乗じて算出した金額２６６万４０００円となり、当該金額は、

原告Ｅに係る過少申告加算税賦課決定処分における過少申告加算税の額と同額となるから、同賦

課決定処分は適法である。 

以上 
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別表１－１から別表１－１０まで 省略 
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原告甲 更正処分等の経緯 別表２－１   

          （単位：円） 

項目 確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 
被告主張額 

年月日 平成21年3月13日 平成23年6月29日 平成23年8月25日 平成23年10月25日 平成23年11月25日 平成24年6月4日 

総所得金額 
（②＋③） 

① 149,123,114 225,471,355 149,123,114 

棄
却 

149,123,114 

棄
却 

225,471,353 

内
訳 

給与所得の金額 ② 148,873,028 225,221,269 148,873,028 148,873,028 225,221,267 

雑所得の金額 ③ 250,086 250,086 250,086 250,086 250,086 

土地等に係る 
短期譲渡所得の金額 

④ 0 0 0 0 0 

株式等に係る 
譲渡所得等の金額 

⑤ 6,535,690 0 6,535,690 6,535,690 0 

所得控除の額の合計額 ⑥ 2,191,930 2,191,930 2,191,930 2,191,930 2,191,930 

課税される 

所得金額 

①対応分 ⑦ 146,931,000 223,279,000 146,931,000 146,931,000 223,279,000 

④対応分 ⑧ 0 0 0 0 0 

⑤対応分 ⑨ 6,535,000 0 6,535,000 6,535,000 0 

算出税額 

⑦対応分 ⑩ 55,976,400 86,515,600 55,976,400 55,976,400 86,515,600 

⑧対応分 ⑪ 0 0 0 0 0 

⑨対応分 ⑫ 457,450 0 457,450 457,450 0 

源泉徴収税額 ⑬ 35,006,558 35,006,558 35,006,558 35,006,558 35,006,558 

申告納税額 
（⑩＋⑪＋⑫－⑬） 

⑭ 21,427,200 51,509,000 21,427,200 21,427,200 51,509,000 

予定納税額 ⑮ 5,068,200 5,068,200 5,068,200 5,068,200 5,068,200 

納付すべき税額 
（⑭－⑮） 

⑯ 16,359,000 46,440,800 16,359,000 16,359,000 46,440,800 

過少申告加算税 ⑰ － 3,008,000 0 0 3,008,000 
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原告乙 更正処分等の経緯 別表２－２ 

 
            （単位：円） 

項目 確定申告 修正申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 更正処分 

被告主張額 

年月日 平成21年3月13日 平成23年2月14日 平成23年2月28日 平成23年3月31日 平成23年5月27日 平成23年6月24日 平成24年6月4日 平成25年1月25日 

総所得金額 
（②＋③+④） 

① 104,886,848 105,353,786 149,778,339 105,353,786 

棄
却 

105,353,786 

棄
却 

149,778,339 149,778,339 

内
訳 

不動産所得の金額 ② △2,586,393 △2,586,393 △2,586,393 △2,586,393 △2,586,393 △2,586,393 △2,586,393 

給与所得の金額 ③ 107,473,241 107,473,241 151,897,794 107,473,241 107,473,241 151,897,794 151,897,794 

雑所得の金額 ④ － 466,938 466,938 466,938 466,938 466,938 466,938 

株式等に係る譲渡所得等の金額 ⑤ 0 0 0 0 0 0 0 

所得控除の額の合計額 ⑥ 2,531,209 2,531,209 2,531,209 2,531,209 2,531,209 2,531,209 2,531,209 

課税される 

所得金額 

①対応分 ⑦ 102,355,000 102,822,000 147,247,000 102,822,000 102,822,000 147,247,000 147,247,000 

⑤対応分 ⑧ 0 0 0 0 0 0 0 

算出税額 

⑦対応分 ⑨ 38,146,000 38,332,800 56,102,800 38,332,800 38,332,800 56,102,800 56,102,800 

⑧対応分 ⑩ 0 0 0 0 0 0 0 

源泉徴収税額 ⑪ 27,206,620 27,206,620 27,206,620 27,206,620 27,206,620 27,206,620 27,206,620 

申告納税額 
（⑨＋⑩－⑪） 

⑫ 10,939,300 11,126,100 28,896,100 11,126,100 11,126,100 28,896,100 28,896,100 

予定納税額 ⑬ 4,011,200 4,011,200 4,011,200 4,011,200 4,011,200 4,011,200 4,011,200 

納付すべき税額 
（⑫－⑬） 

⑭ 6,928,100 7,114,900 24,884,900 7,114,900 7,114,900 24,884,900 24,884,900 

過少申告加算税 ⑮ － 18,000 1,777,000 18,000 18,000 － 1,777,000 

（注） 「不動産所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 

（注） 平成25年1月25日付け更正処分(原告乙更正処分)は、「翌年へ繰り越す株式等に係る譲渡損失の金額」部分の更正を行ったものであり、平成23年2月28日付け更正処分(原告乙当初

更正処分)の「納付すべき税額」と同額である。 
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原告丙 更正処分等の経緯 別表２－３ 

 

         （単位：円） 

項目 確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

被告主張額 

年月日 平成21年3月13日 平成23年6月29日 平成23年8月22日 平成23年11月18日 平成23年12月16日 平成24年6月4日 

総所得金額 
（給与所得の金額） 

① 72,796,565 95,026,154 72,796,565 

棄
却 

72,796,565 

棄
却 

95,026,152 

株式等に係る 
譲渡所得等の金額 ② 0 0 0 0 0 

所得控除の額の合計額 ③ 1,933,802 1,933,802 1,933,802 1,933,802 1,933,802 

課税される 

所得金額 

①対応分 ④ 70,862,000 93,092,000 70,862,000 70,862,000 93,092,000 

②対応分 ⑤ 0 0 0 0 0 

算出税額 

④対応分 ⑥ 25,548,800 34,440,800 25,548,800 25,548,800 34,440,800 

⑤対応分 ⑦ 0 0 0 0 0 

源泉徴収税額 ⑧ 19,557,460 19,557,460 19,557,460 19,557,460 19,557,460 

申告納税額 
（⑥＋⑦－⑧） ⑨ 5,991,300 14,883,300 5,991,300 5,991,300 14,883,300 

予定納税額 ⑩ － － － － － 

納付すべき税額 
（⑨－⑩） 

⑪ 5,991,300 14,883,300 5,991,300 5,991,300 14,883,300 

過少申告加算税 ⑫ － 889,000 0 0 889,000 
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原告丁 更正処分等の経緯 別表２－４ 

 

          （単位：円） 

項目 確定申告 修正申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

被告主張額 

年月日 平成21年3月15日 平成21年5月8日 平成24年2月28日 － － 平成24年4月27日 平成24年10月22日 

総所得金額 
（②＋③） ① 85,179,187 115,899,841 160,407,771 

直
接
審
査
請
求 

115,899,841 

棄
却 

160,593,981 

内
訳 

不動産所得の金額 ② － 794,012 1,344,012 794,012 1,344,012 

給与所得の金額 ③ 85,179,187 115,105,829 159,063,759 115,105,829 159,249,969 

所得控除の額の合計額 ④ 3,616,539 3,616,539 3,616,539 3,616,539 3,616,539 

課税総所得金額 ⑤ 81,562,000 112,283,000 156,791,000 112,283,000 156,977,000 

課税総所得金額に対する税額 ⑥ 29,828,800 42,117,200 59,920,400 42,117,200 59,994,800 

源泉徴収税額 ⑦ 29,882,410 29,882,410 29,882,410 29,882,410 29,882,410 

申告納税額 
（⑥－⑦） 

⑧ △53,610 12,234,700 30,037,900 12,234,700 30,112,300 

予定納税額 ⑨ － － － － － 

納付すべき税額 
（⑧－⑨） 

⑩ △53,610 12,234,700 30,037,900 12,234,700 30,112,300 

過少申告加算税 ⑪ － － 1,780,000 0 1,780,000 

（注） 「申告納税額」欄及び「納付すべき税額」欄の金額の前の△は、還付金の額に相当する金額を表す。 

（注） 原告丁は、異議申立てをしないで、審査請求をすること（直接審査請求）を選択した（通則法75条４項２号）。 
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原告戊 更正処分等の経緯 別表２－５ 

 

         （単位：円） 

項目 確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

被告主張額 

年月日 平成21年3月14日 平成24年2月28日 平成24年4月19日 平成24年6月19日 平成24年7月17日 平成24年12月14日 

総所得金額 
（給与所得の金額） 

① 155,560,692 234,720,308 155,560,692 

棄
却 

155,560,692 

棄
却 

234,720,308 

株式等に係る 
譲渡所得等の金額 ② 0 0 0 0 0 

所得控除の額の合計額 ③ 2,924,337 2,924,337 2,924,337 2,924,337 2,924,337 

課税される 

所得金額 

①対応分 ④ 152,636,000 231,795,000 152,636,000 152,636,000 231,795,000 

②対応分 ⑤ 0 0 0 0 0 

算出税額 

④対応分 ⑥ 58,258,400 89,922,000 58,258,400 58,258,400 89,922,000 

⑤対応分 ⑦ 0 0 0 0 0 

源泉徴収税額 ⑧ 36,531,940 36,531,940 36,531,940 36,531,940 36,531,940 

申告納税額 
（⑥＋⑦－⑧） ⑨ 21,726,400 53,390,000 21,726,400 21,726,400 53,390,000 

予定納税額 ⑩ 4,531,400 4,531,400 4,531,400 4,531,400 4,531,400 

納付すべき税額 
（⑨－⑩） 

⑪ 17,195,000 48,858,600 17,195,000 17,195,000 48,858,600 

過少申告加算税 ⑫ － 3,166,000 0 0 3,166,000 
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原告Ａ 更正処分等の経緯 別表２－６     

 

           （単位：円） 

項目 確定申告 修正申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

被告主張額 

年月日 平成21年3月10日 平成23年3月9日 平成23年5月31日 平成23年7月28日 平成23年10月27日 平成23年11月24日 平成24年5月23日 

総所得金額 
（②＋③） 

① 300,938,146 301,295,565 474,306,896 301,295,565 

棄
却 

301,295,565 

棄
却 

474,306,896 

内
訳 

利子所得の金額 ② － 357,419 357,419 357,419 357,419 357,419 

給与所得の金額 ③ 300,938,146 300,938,146 473,949,477 300,938,146 300,938,146 473,949,477 

株式等に係る譲渡所得等 
の金額（未公開分) ④ － 884,114 0 884,114 884,114 0 

株式等に係る譲渡所得等 
の金額(上場分) ⑤ 14,580,240 14,580,240 0 14,580,240 14,580,240 0 

所得控除の額の合計額 ⑥ 2,704,573 2,704,573 2,704,573 2,704,573 2,704,573 2,704,573 

課税される 

所得金額 

①対応分 ⑦ 298,233,000 298,590,000 471,602,000 298,590,000 298,590,000 471,602,000 

④⑤対応分 ⑧ 14,580,000 15,464,000 0 15,464,000 15,464,000 0 

算出税額 

⑦対応分 ⑨ 116,497,200 116,640,000 185,844,800 116,640,000 116,640,000 185,844,800 

⑧対応分 ⑩ 1,020,600 1,153,200 0 1,153,200 1,153,200 0 

源泉徴収税額 ⑪ 69,077,440 69,077,440 69,077,440 69,077,440 69,077,440 69,077,440 

申告納税額 
（⑨＋⑩－⑪） 

⑫ 48,440,300 48,715,700 116,767,300 48,715,700 48,715,700 116,767,300 

予定納税額 ⑬ － － － － － － 

納付すべき税額 
（⑫－⑬） 

⑭ 48,440,300 48,715,700 116,767,300 48,715,700 48,715,700 116,767,300 

過少申告加算税 ⑮ － 27,000 6,805,000 27,000 27,000 6,805,000 
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原告Ｂ 更正処分等の経緯 別表２－７ 

 

         （単位：円） 

項目 確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

被告主張額 

年月日 平成21年3月5日 平成23年4月27日 平成23年6月13日 平成23年9月12日 平成23年10月6日 平成24年6月4日 

総所得金額 
（給与所得の金額） 

① 374,257,943 628,944,684 374,257,943 

棄
却 

374,257,943 

棄
却 

628,944,684 

株式等に係る 

譲渡所得等の金額 
② 0 0 0 0 0 

所得控除の額の合計額 ③ 4,697,921 4,697,921 4,697,921 4,697,921 4,697,921 

課税される 

所得金額 

①対応分 ④ 369,560,000 624,246,000 369,560,000 369,560,000 624,246,000 

②対応分 ⑤ 0 0 0 0 0 

算出税額 

④対応分 ⑥ 145,028,000 246,902,400 145,028,000 145,028,000 246,902,400 

⑤対応分 ⑦ 0 0 0 0 0 

源泉徴収税額 ⑧ 76,857,544 76,857,544 76,857,544 76,857,544 76,857,544 

申告納税額 

（⑥＋⑦－⑧） 
⑨ 68,170,400 170,044,800 68,170,400 68,170,400 170,044,800 

予定納税額 ⑩ 10,047,600 10,047,600 10,047,600 10,047,600 10,047,600 

納付すべき税額 

（⑨－⑩） 
⑪ 58,122,800 159,997,200 58,122,800 58,122,800 159,997,200 

過少申告加算税 ⑫ － 10,187,000 0 0 10,187,000 
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原告Ｃ 更正処分等の経緯 別表２－８ 
        

（単位：円） 

項目 確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

被告主張額 

年月日 平成21年3月13日 平成23年6月29日 平成23年8月23日 平成23年10月20日 平成23年11月15日 平成24年6月4日 

総所得金額 
（給与所得の金額） ① 64,182,341 80,193,697 64,182,341 

棄
却 

64,182,341 

棄
却 

80,193,695 

所得控除の額の合計額 ② 2,965,534 2,965,534 2,965,534 2,965,534 2,965,534 

課税総所得金額 ③ 61,216,000 77,228,000 61,216,000 61,216,000 77,228,000 

課税総所得金額 
に対する税額 ④ 21,690,400 28,095,200 21,690,400 21,690,400 28,095,200 

源泉徴収税額 ⑤ 17,676,200 17,676,200 17,676,200 17,676,200 17,676,200 

申告納税額 
（④－⑤） ⑥ 4,014,200 10,419,000 4,014,200 4,014,200 10,419,000 

予定納税額 ⑦ － － － － － 

納付すべき税額 
（⑥－⑦） ⑧ 4,014,200 10,419,000 4,014,200 4,014,200 10,419,000 

過少申告加算税 ⑨ － 640,000 0 0 640,000 
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原告Ｄ 更正処分等の経緯 別表２－９ 
          

（単位：円） 

項目 確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

被告主張額 

年月日 平成21年3月12日 平成24年3月9日 平成24年4月5日 平成24年5月29日 平成24年6月27日 平成24年11月15日 

総所得金額 
（②＋③） ① 322,872,046 478,738,677 322,872,046 

棄
却 

322,872,046 

棄
却 

478,738,674 

内
訳 

給与所得の金額 ② 316,933,365 472,799,996 316,933,365 316,933,365 472,799,993 

短期譲渡所得の金額 ③ 5,938,681 5,938,681 5,938,681 5,938,681 5,938,681 

株式等に係る 
譲渡所得等の金額 ④ 87,657,221 0 87,657,221 87,657,221 0 

所得控除の額の合計額 ⑤ 5,377,130 5,377,130 5,377,130 5,377,130 5,377,130 

課税される 

所得金額 

①対応分 ⑥ 317,494,000 473,361,000 317,494,000 317,494,000 473,361,000 

④対応分 ⑦ 87,657,000 0 87,657,000 87,657,000 0 

算出税額 

⑥対応分 ⑧ 124,201,600 186,548,400 124,201,600 124,201,600 186,548,400 

⑦対応分 ⑨ 6,135,990 0 6,135,990 6,135,990 0 

源泉徴収税額 ⑩ 79,279,730 79,279,730 79,279,730 79,279,730 79,279,730 

申告納税額 
（⑧＋⑨－⑩） 

⑪ 51,057,800 107,268,600 51,057,800 51,057,800 107,268,600 

予定納税額 ⑫ 26,412,200 26,412,200 26,412,200 26,412,200 26,412,200 

納付すべき税額 
（⑪－⑫） ⑬ 24,645,600 80,856,400 24,645,600 24,645,600 80,856,400 

過少申告加算税 ⑭ － 5,621,000 0 0 5,621,000 
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原告Ｅ 更正処分等の経緯 別表２－１０ 
         

（単位：円） 

項目 確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

被告主張額 

年月日 平成21年3月15日 平成23年2月28日 平成23年4月15日 平成23年6月9日 平成23年7月7日 平成24年5月23日 

総所得金額 
（②＋③+④） ① 140,403,535 207,003,191 140,403,535 

棄
却 

140,403,535 

棄
却 

207,003,190 

内
訳 

利子所得の金額 ② 1,414,835 1,414,835 1,414,835 1,414,835 1,414,835 

配当所得の金額 ③ 2,752,729 2,752,729 2,752,729 2,752,729 2,752,729 

給与所得の金額 ④ 136,235,971 202,835,627 136,235,971 136,235,971 202,835,626 

所得控除の額の合計額 ⑤ 2,422,074 2,422,074 2,422,074 2,422,074 2,422,074 

課税総所得金額 ⑥ 137,981,000 204,581,000 137,981,000 137,981,000 204,581,000 

課税総所得金額に対する税額 ⑦ 52,396,400 79,036,400 52,396,400 52,396,400 79,036,400 

外国税額控除 ⑧ 1,714,236 1,714,236 1,714,236 1,714,236 1,714,236 

源泉徴収税額 ⑨ 32,520,176 32,520,176 32,520,176 32,520,176 32,520,176 

申告納税額 
（⑦－⑧－⑨） 

⑩ 18,161,900 44,801,900 18,161,900 18,161,900 44,801,900 

予定納税額 ⑪ 3,700,200 3,700,200 3,700,200 3,700,200 3,700,200 

納付すべき税額 
（⑩－⑪） 

⑫ 14,461,700 41,101,700 14,461,700 14,461,700 41,101,700 

過少申告加算税 ⑬ － 2,664,000 0 0 2,664,000 
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別表３ 省略 


